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第 88回 調達価格等算定委員会 

 

日時 令和５年 10月 27日（金）15：01～18：13 

場所 オンライン開催 

 

１．開会 

 

○能村課長 

 定刻を過ぎました。ただいまから、第 88回調達価格等算定委員会を開催いたします。 

 皆様におかれましては、ご多忙の折にもかかわらず、ご出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

 本日、オンラインでの開催でございます。事務的に留意点を２点申し上げます。 

 １点目です。委員の皆様方におかれましては、委員会中、ビデオをオフの状態にしていた

だきますようお願いいたします。また、ご発言のとき以外はマイクをミュートの状態にして

いただきますようお願いいたします。 

 ２点目です。通信のトラブルが生じた際には、事前にお伝えしております事務局のメール

アドレス、電話番号にご連絡いただければと思います。改善が見られない場合には、電話に

て音声をつなぐ形で進めさせていただきます。 

 それでは、髙村委員長に事後の議事進行をお願いいたします。 

 なお、１点だけすみません。今、太陽光発電協会さんがまだ入られていないようですので、

ヒアリングの順番などにつきましても、入られてから、またお話しいただくような形になる

かと思いますけども、その点も含め事後の進行につきまして、髙村委員長にお願いいたしま

す。 

 では、よろしくお願いします。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます 

 皆様、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日の議事に入ってまいります。 

 まず、事務局から配付資料の確認をお願いできますでしょうか。 

○能村課長 

 はい。事務局でございます。 

 インターネット中継でご覧の皆様は、経済産業省のホームページにアップロードしてお

りますファイルをご覧ください。配布資料一覧にもありますけれども、議事次第、委員名簿、

また、資料１から資料 11になりますけども、各団体の方からのご発表の資料ということで、

ご準備をしてございます。 

 以上でございます。 
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○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 本日の調達価格等算定委員会ですけれども、議事次第にもありますように、各団体等から、

それぞれの電源に関する実態、現状やご意見などをお伺いできればと考えております。 

 ご発表いただく順番ですけれども、今、まだ太陽光発電協会様がいらしていないというこ

とですので、風力発電、地熱発電、中小水力発電、バイオマス発電の順番にご発表いただき

たいと思います。 

 太陽光発電について、ＪＰＥＡさんがお入りになりましたら、順次、適切なタイミングで

ご発表をいただこうというふうに思っております。 

 それでは、若干順番が前後するかもしれませんけれども、大筋、前半と後半の二つに分け

てご報告、ご発表いただこうというふうに思っております。それぞれご発表いただきました

後に、委員の皆様からコメントをいただいて、議論ができればというふうに考えております。 

 大変恐縮ですけれども、本日、多くの事業者団体あるいは事業者の皆様にご発表いただく

予定にしております。発表者の皆様におかれましては、発表時間の厳守を、大変恐縮ですけ

れども、お願いしたいというふうに思っております。 

 太陽光、地熱、中小水力の各事業者団体の皆様におかれましては、それぞれ８分以内での

ご発表をお願いいたします。そして、風力関係の各企業様、そして、バイオマスの各団体の

皆様におかれましては、複数の発表者にご発表いただくということになりますので、恐縮で

すけれども、それぞれ３分以内でご説明をお願いできればというふうに思っております。 

 時間を守っていただく目安とするために、今回、事務局に、発表時間終了の１分前と、そ

れから発表予定時間が経過したタイミングで、それぞれベルを鳴らしてもらうようにお願

いしております。 

 ＪＰＥＡ様は、まだお入りでないでしょうか。 

○能村課長 

 事務局でございますけれども、ＪＰＥＡさんのほうが、まだ連絡が取れていませんので、

先ほど委員長からございましたとおり、前半のところで、風力、地熱発電のところで１回区

切っていただきまして、後半、中小水力、バイオマス、そして、ＪＰＥＡさんが入れれば、

太陽光発電協会さんのほうで最後やっていただいて、という形でさせていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 今、事務局から整理をしていただきましたけれども、風力、そして地熱に、まず、それぞ

れの団体にお話をいただいて、議論をさせていただき、そして残りました中小水力、バイオ

マス、そして太陽光について、後半ということでお願いできればというふうに思っておりま

す。 
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２．各電源の再エネ事業者団体等に対するヒアリング 

 

○髙村委員長 

 それでは、早速ですけれども、風力からご発表をお願いできればと思っております。 

 まず、陸上風力発電につきまして、株式会社ユーラスエナジーホールディングス、代表取

締役副社長、執行役員の秋吉優様からご発表、ご説明をお願いできればと思います。秋吉様、

お願いできますでしょうか。 

○株式会社ユーラスエナジーホールディングス 

 それでは、ユーラスエナジーの秋吉でございます。風力発電の現状と自立化に向けた課題

ということで、発表させていただきます。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 まず、現状認識なんですけども、風力の本格的な導入が 2000年前後から始まったと思い

ますけども、初期の風車がリプレースの時期を迎えておりまして、このリプレースの導入で、

昔の風車の事業が、容量を今、維持している状況と考えています。 

 一方、風車の導入量、認定量は増えているんですけども、足元の価格高騰、為替要因等に

よって、コストが大幅に増加しているということです。 

 コスト増の要因ですけども、三つ、記載のとおりなんですけども、物価高騰と円安の影響

によるもの、それから風車の供給不足ということで、やはり欧州のほうで洋上を中心に各国

の導入目標が大きく引き上げられたこともありまして、日本市場がどうしても優先的に対

応していただけない。供給不足とか納期の長期化が懸念されます。あと、日本国内の建設能

力の不足ということで、これも工期の長期化、高コスト化につながってくると考えておりま

す。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 自立に向けた課題と当社の取組ということなんですけども、ＬＣＯＥ、８～９円の達成に

向けた努力ということで、まずは設備利用率、発電量の増加ということで、大型風車、大口

径風車の適用、それから、資本費の低減に向けました事業の大型化、それから、Ｏ＆Ｍの効

率化、こういったものによって発電原価の低減を図ろうとしております。 

 しかしながら、物価高騰、円安による影響が大きくて、コストダウンを実現するのは極め

て困難な状況と考えております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 当社の再エネの市場統合に向けた取組ということで、2018 年から小売の会社をつくりま

して、再エネアグリ実証にも参加させていただいておりますし、当社の卒ＦＩＴ電源の売電、

こういったことにも取り組んでいます。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 しかしながら、こういう事業を通じまして、再エネ統合に向けた事業環境の整備、これは

まだまだ課題があると認識しておりまして、下表に記載のとおり、まだ多くの課題があると
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いうふうに考えております。 

 次のページをお願いいたします。 

 最終ページですけれども、当社の意見ということで、物価高騰への手当てということで、

このままでは事業の拡大が停滞する懸念があるというふうに考えております。 

 例えばなんですけども、エスカレーション条項、こういったものの導入・適用、こういっ

たことをご検討いただけないかというのが１点目。 

 それから、２点目は、リプレースの円滑な進行というものは、導入量を維持する上で非常

に重要だと思っております。一方、リプレースの案件では、なかなかコスト削減というのは

難しくなっておりまして、リプレースの案件についても、適切な基準価格の設定、これをお

願いしたいと思っております。 

 それから、３点目は、先ほど申し上げました市場統合に向けての環境整備の加速。この３

点をぜひお願いしたいと思っております。 

 発表は以上でございます。 

○髙村委員長 

 秋吉様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、同じく陸上風力発電に関してご発表いただきます。電源開発株式

会社、陸上風力事業部長の斉藤文彦様からご説明、ご発表をいただきたいと思います。斉藤

様、よろしくお願いいたします。 

○電源開発株式会社 

 ご紹介ありがとうございます。電源開発の斉藤でございます。本日は、事業者ヒアリング

の機会をいただき、御礼申し上げます。 

 それでは、資料３をお願いいたします。 

 弊社では、立地地域のご理解を賜りながら、陸上風力発電の開発・運営に取り組んでおり

ます。本日は、目次にございますとおり、陸上風力発電に係る現状認識と当社における取組

の方向性についてご説明いたします。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 スライド３ページのとおり、世界的には、陸上風力発電のコストの低減は継続して、なお

かつ累積容量も拡大していると認識しております。 

 なお、背景のグラフは、参考資料のＰ10に再掲しております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 一方で、この資料は、前回の本委員会の資料を再掲させていただいておりますが、日本国

内においては、2022 年度から、円安等の影響によりコストが上昇している状況でございま

して、環境としては厳しいという認識でございます。当然、プロジェクトによっては事情が

異なると思いますが、円安の影響等の足元のコスト上昇要因については、多くのプロジェク

トに影響が及んでいると考えます。 

 次のスライドをお願いします。 
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 ここには我々の取組を記載しております。 

 まず、世界のトレンドを勘案すると、風車の大型化によるコストの低下を取り組みたいと

ころですが、日本特有の地形の特性、その辺のところの輸送ルート、景観等、各種制約から、

大型風車の導入がなかなか容易ではないというところでございまして、この部分が、諸外国

と事情が異なっております。 

 そうした状況の中で、違う切り口としてＯ＆Ｍのコストの低減にも取り組んでおります。 

 次の資料をお願いいたします。 

 Ｏ＆Ｍコストの低減については、資料のとおり、信頼性を向上させて、長期停止を回避す

る。あるいは設備利用率を向上させる。最後には、販売のほうでＦＩＰの収入が安定化とい

うような観点で、様々な取組を展開しております。 

 最後になりますが、今後とも地域との合意形成を図りながら、引き続き、ＦＩＰ制度を活

用した陸上風力発電の導入拡大に取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 説明は以上でございます。 

○髙村委員長 

 斉藤様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、今度は洋上風力発電に関しまして、三菱商事洋上風力株式会社、

代表取締役社長の田中俊一様から、ご説明、ご発表をいただきたいというふうに思います。

田中様、よろしくお願いいたします。 

○三菱商事洋上風力株式会社 

 よろしくお願いします。三菱商事洋上風力の田中でございます。本日は、このような機会

を頂戴いたしまして、ありがとうございます。 

 弊社からは、洋上風力発電事業の観点から、昨今の事業環境及び関連した提案などを述べ

させていただきます。 

 次のスライドをお願いします。 

 まず、海外の事業環境についてですが、昨年 11月以降、すなわちラウンド２の上限価格

設定以降ですけれども、この時間軸でご説明します。 

 素材価格・人件費等の高騰やインフレ金利上昇が継続しておりまして、さらにサプライチ

ェーンは逼迫しております。中国メーカーを除く欧米風車メーカー３社の業績は、このスラ

イド左側にありますグラフのとおり、これは公表されている情報を簡単にまとめたものな

んですけれども、2020年度に純損失を計上するなど厳しい状況です。 

 これを受けて、風車のみならず、洋上風力のサプライチェーン全体のコストが押し上げら

れておりまして、ご案内とは思いますけれども、イギリスやアメリカでは補助金入札の不成

立・開発中止・ＰＰＡ再交渉など、案件開発自体が停滞する状況になっております。 

 スライド右側に、その事例を記載しておりますけれども、いずれも今年の７月以降に報道

されたもので、プロジェクトコストが１～２年前から 40～50％も増えているという数字観

も報道されているところです。 
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 次のスライドをお願いいたします。 

 今ご説明した海外の状況を踏まえまして、これから日本ではどうなっていくのか、そして、

それを踏まえた方向性の提案について記載させていただいています。 

 まず、国内の事業環境としても、海外と同様、厳しい環境で、具体的にはＬＣＯＥ、発電

原価が現行の上限価格を上回り、入札に参加できない可能性が出てくる蓋然性が高まって

いると認識しております。 

 サプライチェーンにつきましては、先のページでご説明したとおりですけれども、特に風

車、ＳＥＰ船については、海外サプライヤーに頼らざるを得ない日本の状況下で、彼らは規

模感と予見性のある欧米市場を優先する事案にございます。 

 インフレやファイナンスコストの上昇は世界的な事象ではありますけれども、足元の円

安は、年初来 15％の円安に向かっていますけれども、さらに日本ではこの状況が拍車をか

ける状況と理解しております。 

 洋上風力の入札では、札入れ時点で収支計画をしっかり固める必要があるところ、これら

の状況に加えて、ＦＩＰ制度下での洋上風力の規模感での下方耐性の検討や実績の積上げ

はこれからであることを踏まえると、収支計画の見通しというのは、より立ちにくくなる状

況にあると考えております。 

 その状況で、事業者としては安全率を詰まざるを得ず、申し上げましたとおり、ＬＣＯＥ

が上限価格を上回ってしまって、場合によっては入札に参加できない可能性も出てくるか

と想定されます。 

 目の前の事業環境は非常に厳しい状況にあるんですけれども、一方で、洋上風力の自立電

源化、あと、ＦＩＰプレミアムの最小化による国民負担の低減というのは、これは至上命題

として求め続けるべきと考えておりまして、それを踏まえて、事業環境の良化、市場の成熟

等の時間軸を加味するなど、すなわち時限措置的な方向での提案内容として、下に二つ挙げ

させていただいております。 

 一つ目は、上限価格について、実態をタイムリーに反映することのご検討をしていただき

たいと。既にご説明申し上げましたけれども、事業者としては、入札参加時点での見積りを

ベースに、しっかりとした収支計画を立てなければなりませんので、ＬＣＯＥは、為替やコ

モディティ価格など、その時点での実態の状況・影響を強く受けることとなります。 

 二つ目のＦＩＰの基準価格及び参照価格についてですけれども、調整の可能性の余地、例

えばエスカレーション条項など、落札後に市況の大きな変化があった場合には、柔軟に調整

できる制度設計などをご検討いただくのはいかがかというものでございます。 

 以上が弊社からの発表となります。ありがとうございました。 

○髙村委員長 

 田中様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、同じく洋上風力発電に関しまして、丸紅洋上風力開発株式会社、

代表取締役社長の真鍋寿史様からご説明、ご発表をいただきます。真鍋様、どうぞよろしく
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お願いいたします。 

○丸紅洋上風力開発株式会社 

 よろしくお願いします。丸紅洋上風力開発の真鍋と申します。本日は、このような機会を

いただきまして、ありがとうございます。 

 では、次のスライドをお願いいたします。 

 今までの事業者さんの説明と重複するところがございますので割愛いたしますが、基本

的には、もうコストが上がっていますというところを、このスライドでまとめております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 海外仕様との比較ということで、当社は、日本に加えまして英国でかなり洋上風力に取り

組んでおりますので、英国との比較をさせていただきます。 

 英国は、左のほうに、2030 年までに 50ＧＷ、それに５ＧＷの浮体式を含むという形で、

法的な拘束力のある目標を掲げております。 

 日本の洋上風力産業ビジョンとしては、右側のほうにございますが、2030年までに 10Ｇ

Ｗ、40年までの目標というのは、皆さんご承知のとおりかと思います。 

 次のスライドをお願いします。 

 英国のほうでも、ＣｆＤ、応札のオークション制度については、様々な支援制度が整備さ

れています。こちらの上から４ポツ目ですけれども、Ｎｏｎ－Ｐｒｉｃｅ Ｆａｃｔｏｒｓ

ということで、価格以外の要項についても、事業者の設定には配慮される、考慮されるとい

う形になっております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 先ほど、三菱商事の田中社長からもありましたけれども、海外でも価格上昇はかなり問題

となっておりまして、英国の最新のＣｆＤ入札、これは 2023年９月に発表されたものです

けども、着床式並びに浮体式とも応札事業者がゼロという結果でございました。やはり、今

の物価上昇に価格が合っていないということで、英国政府は、この設定価格を見直しをする

という方針となっております。 

 次のスライドをお願いします。 

 こちらで、公募の参考として、スコットランドのケースを説明させていただきます。こち

らは２段階制となっておりまして、まず、②のところですけども、海域のリース入札という

のが、まずステップ１として行われます。こちらは価格ではなくて、海域のリース料にも上

限が設定されておりまして、事業者の定性面で、まず評価をされます。続きまして④のとこ

ろですけども、ステップ２、こちらで価格入札ということで、しっかりと開発期間で風車、

ＥＰＣの価格を考慮して、価格が応札できるというステップとなっております。 

 次のスライドをお願いします。 

 最後、こちらは５点ございますけども、１点絞らせていただきますと、最初の浮体式洋上

風力、こちらは日本の輸出産業に育てていくという目標も掲げておられますので、ぜひ、今

ご説明したような公募の２ステップ制ということをご検討いただければと考えております。 
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 当社からの説明は以上となります。ありがとうございました。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。真鍋様、どうもありがとうございました。 

 先ほど、太陽光発電協会（ＪＰＥＡ）の増川さんでしょうか、お入りいただいたというふ

うに事務局から伺いました。 

 もし、できましたら、今、風力発電の事業者さんから先にご報告いただきましたけれども、

続いて、一般社団法人太陽光発電協会からご発表、ご説明をいただければと思っております。 

 事務局長の増川武昭さんでしょうか、ご説明をお願いしてよろしいでしょうか。 

○一般社団法人太陽光発電協会 

 太陽光発電協会、増川でございます。ネットワークのトラブルで入るのが遅れまして、誠

に申し訳ございません。 

 それでは、早速始めたいと思います 

 ５ページ目をお願いいたします。 

 事業用太陽光の、事業者の新規開発意欲についてですけど、これはアンケート調査に基づ

くものです。 

 500ｋＷ以上につきましては、「新規なし」、「前年比半減」、「前年割れ」が大半で、開発意

欲は低迷しているようです。500ｋＷ未満につきましては、特に屋根設置が含まれているた

めと思われますけども、「前年並み」、「前年以上」の合計比率が６割程度ということでござ

います。いずれにいたしましても、地上設置を含め、事業者の開発意欲の関係が喫緊の課題

となっております。 

 下のほうに事業者の生の声を少し書かせていただきましたけれども、例えば、売電単価９

円～10 円程度では、なかなか適正なリターンは見込めないとか、それから、ＦＩＴ買取価

格も急速な低下にコスト低減が追随できていないとかありますけど、また、ポジティブな声

といたしましては、500ｋＷ未満については、入札対象外の屋根設置 12円／ｋＷｈへの効果

等で案件開発の継続、また拡大への可能性があるということでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 これは導入量の推移と 2030年の目標達成に向けてでございますけれども、住宅用につき

ましては、導入件数は前年より増加しております。ただ、2030 年までに新築住宅の６割に

設置するという国の目標達成には追加対策が必要ではないかと考えます。 

 事業用に関しましては、2030 年の国の導入目標を達成するには、毎年５ＧＷ程度の新規

導入が必要と我々は認識しておりますけれども、現状は、ＦＩＴ／ＦＩＰの新規認定量は１

ＧＷを下回って、非ＦＩＴ、一方、また、非ＦＩＴ／非ＦＩＰの導入量も年間 0.5ＧＷ程度

と、また小さいということでございます。 

 ですので、目標達成のためには、事業者の新規開発意欲を喚起して、新規案件を大きく増

やしていく必要があるのではないかということです。 

 下のほうのグラフは、新規のＦＩＴ／ＦＩＰの認定量を示したものでございます。 
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 次のページをお願いいたします。 

 新規開発案件のコスト動向について、少しご説明いたします。 

 次のページをお願いします。 

 事業用太陽光の開発コスト動向でございますけれども、2024 年度のシステム費用の見通

し、これは前年調査との比較になりますけれども、地上設置のシステムに関しては、10～50

ｋＷ未満、それから２ＭＷ以上について、低減傾向が見られないかなと。一方、50ｋＷ～２

ＭＷについては、16 万円以下というのが増える傾向にあります。低減傾向が見られるかな

と。一方で、16 万以上というのも半分近く存在しまして、トップランナー水準と言われて

おります 11.3万円に平均で到達するのはちょっと先になるかなというふうに考えておりま

す。 

 屋根設置のシステム費用につきましては、250ｋＷ以上については、16万以下というのが

増えて、低減傾向が見られております。一方、250ｋＷ未満については、まだ 16万以上とい

うのが半分以上存在しておりまして、トップランナー水準 15万円に平均で到達するのは来

年度以降になるかなというふうな見通しでございます。 

 下のほうに、従来は顕在化していなかった新たなコスト増や収入減少について、少し記載

させていただきました。 

 例えば、出力抑制の増加で売電収入が減少ということですけれども、九州エリアでは、今

年度の太陽光の抑制見通しが大体 10％ぐらいになっている。 

 それから、ケーブル盗難の被害も急増しておりまして、直接被害に加えて、売電収入が減

少しているところでございます。 

 次のページをお願いします。 

 太陽光発発電協会では、事業用の太陽光に関しましてコスト低減目標を掲げております。

これは業界平均ですけれども、2030 年までに７円／ｋＷｈを目指すということで、非常に

厳しい状況ではありますけども、この目標はまだ下げておりません。 

 次のページをお願いします。 

 続きまして、オフサイトＰＰＡのコスト動向ということでございますけれども、これは令

和３年度補正予算、経済産業省さんの補正予算ですけども、需要家主導による太陽光発電導

入促進の補助金がございまして、その採択事業者のデータを元にオフサイトＰＰＡのコス

トなどを調べて、報告書にまとめまして、協会のホームページに公開しております。 

 その補助金が導入されたものでありますけれども、現状のコスト動向とか、将来の自立化

に向けた課題解決の参考になるのではないかということで、今回、お示しさせていただきま

した。 

 下のほうに概要をまとめてございますけれども、平均の初期費用としては、直流ベースで

ございますけども、大体 14.8万円／ｋＷ、それから平均発電コストといたしましては、低

圧が 11.8円／ｋＷｈ、高圧が 11円／ｋＷｈというような結果になっておりました。 

 これを、高圧の平均が 11円／ｋＷｈということですけども、2020年の２月に公開してお
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ります我々の調査では、2020年運開の発電コストとしては、大体 13.1円／ｋＷｈというの

が平均になっておりました。これに比べますと、2.1円／ｋＷｈの低減が進んだことになり

ます。しかしながら、まだこの低減のペースでは、2030 年７円／ｋＷｈには届かないかな

ということで、もっと頑張らないといけないということです。 

 次のページをお願いします。 

 本委員会の主な論点につきまして、主に我々の要望事項ですけども、五つございます。 

 次のページをお願いします。 

 まずは事業用太陽光の 2025年度の調達価格、基準価格についてでございますけど、既に

ご説明いたしましたとおり、新規ＦＩＴ／ＦＩＰの認定量が大きく減少しておりまして、そ

の要因といたしましては、調達価格／基準価格の急速な低下にコスト削減が追随できてい

ない。そういったアンケート調査の結果、81％の理由がそう答えておりました。 

 それから、調達価格が９円／ｋＷｈ～10 円／ｋＷｈ程度では適正なリターンは見込めな

いといった声もありますし、２円／ｋＷｈ～３円／ｋＷｈ程度の上方修正がないと開発可

能な案件がなかなか出てこないといった事業者の意見もございました。 

 需要家主導の、先ほどご説明した補助金の調査結果なんですけれども、2023 年の太陽光

の平均コストでは高圧が 11円／ｋＷｈとなっておりますけども、来年度の入札対象外の調

達価格 9.2 円／ｋＷｈとなっており、これとは 1.8 円／ｋＷｈぐらいのまだ差があるかな

と。 

 それから、もうご説明いたしましたけれども、新たなコスト増、出力抑制とかケーブル盗

難等を含めますけども、そういう収入減の影響も、調達価格９円／ｋＷｈ～10 円／ｋＷｈ

程度での事業開発を困難にしているようでございます。 

 以上から、事業者の投資意欲を喚起して、持続的なコスト低減と 2030年の導入目標を達

成するためにも、この調達価格算定委員会におかれましては、新たなコスト負担を含めて、

コスト動向の実情を踏まえてご検討いただければ幸いでございます。 

 次のページをお願いします。 

 続きまして、住宅用の 2025年の調達価格についてでございますけれども、住宅のほうも、

特にシステムコストの低減というのは、人材不足、それから資機材の高騰等の影響でも停滞

しているというふうに認識しております。 

 特に既築のほうは足場等の追加コストが発生して、新築住宅と比較して割高であると。そ

れから、新築住宅の場合は、設置の補助金とか、2030 年６割設置の目標設定など、ＦＩＴ

以外の導入促進策がございますけれども、導入ポテンシャルが高い新築住宅への設置拡大

の重要性が増していると考えております。 

 以上より、調達価格の維持をぜひご検討いただければ幸いでございます。 

 続いて、事業用太陽光の 2024年度の入札制に関する要望でございますけれども、①、②、

③、それから⑤については、従前と同じということを希望しております。 

 ④につきましても、2023年度と同様に、250ｋＷ以上を対象としていただきたい。その理
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由は、250ｋＷ未満が入札対象となりますと事業者の負担が非常に大きく、コスト低減が困

難となる懸念もあるためというのが主な理由でございます。 

 次のページをお願いします。 

 続きまして、事業用太陽光の 2025年度以降のＦＩＴ／ＦＩＰの対象に関する要望でござ

います。 

 まず、ＦＩＰの対象規模でございますけれども、これにつきましては、できれば少なくと

も 250ｋＷ以上、できれば、23年、今年度と同様に 500ｋＷ以上としていただければありが

たいと思います。 

 この理由は、ＦＩＰで事業をやる場合というのは、アグリゲーターが必須になっているわ

けですけど、まだそれが十分育っていないということが主な理由でございます。また、ＦＩ

ＴかＦＩＰを選択できる対象につきましても維持願えればありがたく思います。 

 次のページをお願いいたします。 

 続きまして、これは低圧用（10～50ｋＷ）の地上設置の地域活用要件に関する要望でござ

いますけれども、自家消費率 30％以上、あるいは営農型というのが要件になっているわけ

ですけれども、こういった要件というのは、なかなか地上設置の低圧では満たすのが難しい

と考えますので、以下の①、②を満たすような案件については、地域活用要件を満たしてい

るというふうにみなしていただきたいと考えております。 

 まず最初は、①に書いてございますとおり、温対法における促進区域への促進費用に認定

される案件についてということですけども、これは温対法に基づいて自治体が促進区域を

設定し、それから、自治体が促進事業として認定するわけですけども、こういった案件は自

治体・地域による主体的な関与とチェックが入るということで、地域との共生が図られ、地

域活用要件を満たしているとみなしてもよいのではないかということです。 

 続きまして、②ですけれども、地方公共団体が所有する土地に設置される場合ということ

ですけれども、これは、地方公共団体が所有する土地の場合は、地方公共団体が直接的に関

与し、チェックも入るだろうということで、地域との共生が図られ、地域活用要件を満たし

ているというふうにみなしてもよいのではないかというふうに考えております。 

 期待効果といたしましては、これから規模の小さい太陽光というのはたくさん導入され、

ポテンシャルが高いというふうに我々は考えておりますけども、こういった小規模が地域

と共生した形で普及拡大が進むことになれば、地域でも、そういった担い手が育成され、地

域脱炭素の推進、それから再エネの自立化というのを後押しすることになるのではないか

というふうに考えております。 

 当協会といたしましては、低圧に限らないんですけども、小規模の太陽光の地域との共生

を推進するということ、日々、いろいろ努めておりまして、例えば設備面で模範となるよう

な発電所の事業例、それを集めまして、「地域共生・共創のための太陽光発電所チェックリ

スト」というのを策定し、公開しております。 

 それから、地域との共生の観点で、模範になるような事業者あるいは自治体の取組を表彰
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するという、そういう目的で、「ソーラーウィーク大賞」ということを今年度から設けて、

９事業者を選定し、10月に、つい一昨日ですけども、公開しております。 

 次のページをお願いします。 

○事務局 

お時間を超過していますので、終了でお願いしたいと思います。 

○一般社団法人太陽光発電協会 

 分かりました。 

 ＦＩＰの活用拡大は、非常に我々は重要と考えておりまして、制度面では、例えば参照価

格の算定の見直し、それからＦＩＰ移行後の事後的蓄電池併設時の価格変更等についても、

ＦＩＰへの移行、あるいはＦＩＰを活用した事業者が増えるように、ぜひ検討いただきたい。 

 それから、私どもも、セミナー、それからシンポジウム等を通して、そういうＦＩＰへの

理解を広めて、事業者にどんどん取り組んでもらおうということを努めております。 

 私からの説明は以上のとおりです。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ご発表を踏まえてディスカッションに移りたいと思います。 

 ただいまいただきました太陽光発電協会と、それから風力発電関係の各企業の皆様から

のご発表内容につきまして、委員の先生方から、ご意見、ご質問などをいただきたいという

ふうに思っております。 

 もし、何かトラブル、不明点などがございましたら、これは恒例でございますけれども、

事務局にご連絡いただければと思います。 

 まず、委員の先生方に、順にご意見、ご質問をいただいて、そして事業者団体、あるいは

事業者の皆様からお答えをいただき、もし、それに追加的にご発言がありましたら、Ｔｅａ

ｍｓのコメント欄、あるいは手挙げ機能で教えていただくというやり方をしようというふ

うに思っております。 

 委員の大体２名、３名くらいのご発言の後に、発表団体のほうにお答えをいただこうと思

っております。 

 それでは、大変恐縮ですけれども、秋元委員からお願いしてもよろしいでしょうか。 

○秋元委員 

 秋元です。ご説明いただきまして、ありがとうございました。 

 まず、風力からですけども、ユーラス様と三菱様が特に書かれていましたけども、物価の

影響に関する考慮で、エスカレーション条項という話がありましたけども、物価の反映方法

として、どういうイメージをされているのかというところについて、もうちょっとお聞かせ

いただきたい。 

 調達価格自体を、物価を反映して決めてほしいというのか、それ以降、導入までの間の物

価変動部分も含めて、エスカレーションで自動的に仕組みを入れてほしいというご要望だ
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ったのか、私が聞き漏らしたのかもしれませんけども、クリアではなかったので、ぜひ教え

てほしいというのが１点です。 

 もともと調達価格の算定は、名目価格の実績値をベースに決めてきているので、そういう

面では、決め方という意味でいくと、物価部分も、デフレで下がった部分も含めて入ってき

ていると思いますし、上がってくる部分に関しても考慮には入っている。その上で調達価格

を決めているという理解をしていますので、もちろん、これまで上げたことはないので、そ

ういうことではあるものの、このエスカレーション条項のイメージをもう少し具体的にお

聞かせいただければ幸いです。 

 あとは、これもご質問なんですけども、丸紅様が２段階の入札のご提案をされましたけど

も、これも私が聞き漏らしたのかもしれませんけども、具体的に、これのメリットについて、

時間の関係があったのかもしれませんけども、メリットについて、ぜひ詳しく教えていただ

けると幸いです。 

 太陽光発電協会様は、まず、私は営農型の農地転用の許可の部分が全然進んでいないとい

うところに関してずっと気になっておりまして、この辺りの展望について、協会としてどう

見ているのか、もしくは、その辺りの問題意識、課題意識をどう見ているのか、本当にこの

ままうまくいくのか。前回の理解からすると、もう認定取消しだというものが多くなってく

るというふうな理解をしているんですけども、その辺りについて、もう少し見方を教えてい

ただければと思います。 

 一旦以上とさせてください。ありがとうございました。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。また追加でご質問がございましたら、セカンドラウンドでお願い

できればと思います。どうもありがとうございます。 

 それでは、安藤委員、お願いできますでしょうか。 

○安藤委員 

 安藤です。よろしくお願いします。 

 まず、風力、太陽光、全てに共通する話ではあるんですが、厳しい状態であると。円安で

あったり、インフレであったりという説明があるわけですが、太陽光や風力に限らず、様々

な、複数の再エネの発電方法がある中で、コストが高くて導入や維持が難しいというのであ

ったとすると、また、それが短期的に解消されるのではなく、長期にわたる場合には、残念

ながら、ほかの発電方法を重要視したほうがよいということにもなりかねないということ

は、よく注意して、コスト面で高いのでどうにかしてくれという要望というのは、していか

ないといけないのかなというふうにも考えていますというのが、まずは全体の感想です。 

 具体的に、幾つかの論点について質問、コメントをしていくと、まず陸上風力について、

ユーラスエナジーさんの資料の中で、自立化に向けた課題という、この自立化に向けたとい

うところがとても大事なポイントだと思っています。 

 というわけで、エスカレーション条項のお話が、今、秋元委員からもございましたが、こ
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ういうふうに、インフレ時には上げてほしいというような話があるんだったら、デフレ時で

あったり、円高のときには下げるということになる。対照的な話ではあるんですが、これが

見込みとは違って、デフレであったりとか、円高になったときに、価格が下がるということ

が、果たして皆様にとってちゃんと理解した上でのご要望なのかというところは確認した

いなと思いました。 

 電源開発さんからコストがという話があったわけですけども、地形や国土面積など、様々

な問題から難しいという話もあるんですが、何か、今後、どういう点でコストを低減させら

れる余地があるのかということで、世界のトレンドということと比較をしてお話しいただ

いた中で、ほかの国でやっているような取組のうちで、日本でも今後参考にできるものがあ

るのかといったところの見解を教えていただきたいと思いました。 

 洋上風力については、三菱さんが実態をタイムリーに反映してほしいというお話があり

ました。実態をタイムリーといっても、今後も、ずっとコストが高止まりしているというの

だったとすると、なかなか将来像が見えてこないというところもあるので、今後、コストが

低下する見込みがあるのかといった、将来、自立した電源としてうまくやっていくために、

どういう見通しがあるのか教えていただきたいと思いました。 

 続いて、太陽光のＪＰＥＡさんのご報告ですが、自立した電源となるためのコスト削減と

いうことを９ページ目で書いていただいていたりするわけですが、維持・運営のコストを下

げていくために、太陽光が、協会として事業者の皆さんを取りまとめていくようなことも必

要だと思うんですが、例えばメンテナンスの効率化の観点から、近隣にあるような発電施設

については、共同でメンテナンスを同じようなタイミングでやるとか、何か協会としてでき

ることはないのかということが気になったので、教えていただきたいと思いました。 

 あとは、従来の区分とは異なる区分として、例えば壁設置に対する何か新しい区分などの

要望があるのかといったところも、ご説明がもしあれば教えていただきたいと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、お二人の委員から、風力発電の事業者の方に、そして太陽光発電協会にご質問

があったと思います。まず、秋元委員、安藤委員のご質問にお答えをいただければというふ

うに思います。 

 それでは、幾つか重なっているところはあるかと思いますけれども、まず最初に、ユーラ

スエナジーホールディングスからお願いしてもよろしいでしょうか。 

○株式会社ユーラスエナジーホールディングス 

 それでは、ユーラスエナジーの秋吉からお答えさせていただきます。 

 秋元先生からご質問がありましたエスカレーション条項の具体的なルールというか、運

用の仕方という点に関してなんですけども、我々事業者として一番切実な問題は、調達価格

等算定委員会様で上限価格というものの設定をいただいており、その考慮の過程では、直近
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の価格も考慮していただいた中で上限価格を設定いただいているということは、よく理解

しているんですけども、一旦、各年度の上限価格を設定していただいた後、やはり、さらな

る価格の高騰、これが進んでいるという状況がありまして、その状況に対応できるような調

整項目、これをぜひお願いしたいという意味です。 

 やり方はいろいろあるかと思うんですけども、一度決めていただきました上限価格に対

して、直近の状況を反映して見直しをいただくとか、手間はかかるかもしれませんけど、実

際に契約・発注する段階に決めた価格と、どのように物価の価格が変わっているのか、指標

的なものを用いて、発注時と成約時の調整をしていただくとか、やり方はいろいろあるかと

思っております。 

 それから２点目、安藤先生からご質問いただきました自立化に向けてという点で、デフレ

と円高時には当然価格を下げるということもあり得るんですかというご質問に対しては、

これは当然、上げていただくことをお願いしている以上、環境が下がる方向に変われば、当

然、事業者としては、それは受けさせていただくべきだというふうに考えております。 

 私からは以上です。 

○髙村委員長 

 秋吉様、ありがとうございました。 

 それでは、電源開発の斉藤様、いかがでしょうか。 

○電源開発株式会社 

 ありがとうございます。電源開発、斉藤です。 

 私どもの資料の、参考資料 11ページ目をご覧いただけますでしょうか。 

 ご質問は、我が国の地形、国土面積の違いで、何か改善策がないかというようなご質問だ

と思います。ご覧いただいているのが、これは横軸が出力の規模でして、縦軸がローター、

羽の直径になります。一番下にある薄いグレーが日本のサイズでございまして、ご覧いただ

いたとおり、時間とともに大型化が進んでいて、各国では大きな風車を設置できるという状

況にございます。 

 この事業を促進するためには、我が国も大型化をして効率を上げ、発電量を増やしたいと

いう願いが各社ともあるんですが、この地形で、大きなものを運べない、あるいは、たくさ

ん設置する場所に限られる、あるいは、地形の影響を受けて風が乱れるというような特徴が

ございます。 

 ご質問のお答えは、正直、解決策が私どもとしては見つかっていない。世界と違うトレン

ドの中で、どれだけ開発するかという観点で、いろいろな知恵を絞っているというところで

ございます。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 斉藤様、ありがとうございました。 

 それでは、三菱商事洋上風力株式会社の田中様、いかがでしょうか。 
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○三菱商事洋上風力株式会社 

 田中でございます。 

 まず、安藤先生からのご質問に対して回答させていただきます。 

 実態をタイムリーに反映するのに向けて、コストの低下の見込みはいうご質問だと理解

しておりますけれども、まず大前提として、先ほど申し上げましたとおり、プレミアムの最

小化による国民負担というのは、洋上風力の電源実現化に向けて必ず必要であるというふ

うに考えております。 

 ただし、今々、我々マーケットに接していて、コストが、これはウクライナであったり、

今後、恐らくパレスチナの状況も反映してくるんだと思うんですけれども、どうしても高止

まってしまうということで、将来を見据えながら、時限的に何か方法があるのではないかと

いうことを考えていただきたいということでございまして、そういう意味では、コストの低

下というのは、これは、長い目で考えると必然的に起きるものと考えております。 

 我々は、今、プロジェクトを開発している中で、大きな問題が幾つかあるんですけれども、

まず、今、Ｊパワー様からも様々なお話がありましたとおり、風車の大型化ですね。これに

よって早いサイクルで開発費の償却が終わるので、すぐに次世代機に移行しなきゃいけな

いという風車メーカー側の事情があって、これが素材高騰であるとか人件費であるとか、こ

れを加えて押し上げているという状況がございます。 

 なので、例えば一定程度の拡大競争が収束していくと、例えば、ある程度のコスト低減が

将来的には見込めるんじゃないかという点であるとか、あと、日本の開発、洋上風力の開発

においては、よく、海外のメーカーであったり工事事業者が、契約に向けて交渉をしている

と、彼らが言うのは、日本は規模が小さくて制度が複雑ということで、認証もそうなんです

けれども、ここに、どうしてもジャパンプレミアムを乗せてしまうというふうに言われます。 

 なので、案件、プロジェクトが増えて進んでいって、日本のシステム自体が、もうちょっ

と練度が上がって、契約者も含めて知見が増えていくと、ここのプレミアムがなくなること

で低廉化していくという傾向はあるのではないかと。要するに、案件がつながることによっ

て、知見の共有化がマーケットの中で進んで、必然的にコストも下がっていくということが

期待できるんじゃないか。これはヨーロッパで同じことが過去に起きましたけれども、それ

は我々も見通しているところですが、繰り返しになりますけれども、今、直前に面している

素材の高騰であるとか、円安もそうですけれども、ここを何とかクリアできないかというよ

うな考え方です。 

 それに関連しまして、続きまして、秋元先生のご質問に対してですけれども、エスカレを

どういうふうに反映するのか、期間も含めて、このイメージをということなんですが、ＦＩ

Ｔの場合は、これは非常に簡単だと考えておりますけれども、ＦＩＰの場合はなかなか難し

いと我々も認識しています。 

 期間につきましては、これも先ほど発表させていただきましたとおり、収支計画の段階で、

入札の段階で、我々はかなり精度を高めたものをつくらなきゃいけないんですけれども、い
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かんせん、準備期間、開発期間が長いので、実際の着工、すなわち直前にコストが固まるん

ですけれども、それまでの開発の期間の素材であるとか、為替のぶれ、こういうものを調整

する仕組みができればなというふうに考えております。 

 今申し上げたとおり、ＦＩＰの場合、これを反映するのは非常に難しいと思っておりまし

て、したがって、先ほど発表の中でも触れさせていただきましたが、応札者が出す基準価額、

あと、プレミアムを算出するための参照価格、ここに何らかのファクターを加えて、先ほど

申し上げました入札から着工までの期間の調整をいくばか入れることが叶えばという考え

におります。 

 具体的な方法論というのは、我々はまだ考えに至っていないので、アイデアとして提示で

きないんですけれども、考え方だけお話しさせていただきました。 

 以上でございます。 

○髙村委員長 

 田中様、どうもありがとうございました。 

 それでは、丸紅洋上風力開発の真鍋様、いかがでしょうか。 

○丸紅洋上風力開発株式会社 

 真鍋です。 

 秋元先生からいただきましたご質問は、２段階入札の具体的なメリットについてという

ことですけれども、私どもとしては、大きく３点考えております。 

 このスライドのステップ１からステップ２、この間は独占権を与えられて開発をする形

となります。ですので、開発調査に当たって事業者が乱立しないということで、今セントラ

ル方式の話もありますけども、多くの事業者が１サイトで調査をするような、そういったこ

とが避けられるというメリットが、まずあります。 

 それから、二つ目のメリットですけども、価格入札がステップ２になるということで、開

発の内容、並びにその間判明した許認可だとか幾つかの課題、並びに風車メーカー、ＥＰＣ

との価格、省エネ条件の交渉、そういったものを踏まえて、このＣｆＤ価格入札に臨めると

いうことで、今、田中様のお話にもありましたけども、入札の前に我々事業者がやれること

というのは非常に限られておりますので、ステップ１、ステップ２という形を取ることで精

度が高い価格というものをしっかりと試算、計算できるメリットがあると考えています。 

 それから、最後の３点目なんですけども、サプライチェーンの構築ということが、ポイン

トとしては考えております。ステップ１で選ばれた独占事業者というのは、その海域を開発

するに当たって、その市場でのサプライチェーンの構築を求められます。あと、事業者のた

めにも、サプライチェーンの構築を注力していくということで、それは市場にも資するもの

であろうというふうに考えています。 

 あと、時間の関係で私が飛ばしてしまったんですけども、先ほどのインフレのところを次

のスライドで少し触れさせていただきたいんですけども、実は当社丸紅からも、二つ目のイ

ンフレの売電価格への反映というのはお願いしたい二つ目のポイントでございました。こ
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ちらは長期にわたる発電事業でございますので、国の指標を使って売電価格がインフレの

変動については反映されるということは、英国を初め、ほかの国でもなされていることでご

ざいますので、日本では、今まであまりインフレというのは意識が低かったかもしれません

けども、昨今の経済情勢を踏まえまして、インフレの変化を売電価格に反映していくという

ようなことは、ぜひともご検討いただければと考えております。 

 私からは以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。真鍋様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、太陽光発電協会の増川さん、お答えをお願いできますでしょうか。 

○一般社団法人太陽光発電協会 

 ありがとうございます 

 それでは、まず秋元委員からご質問がございましたけれども、営農型の農地転用に関する

ことだったと思いますけども、営農型に限らず、荒廃農地もそうなんですが、非常にポテン

シャルが大きくて、設置形態としては今後ぜひ伸ばしていくべき重要な分野だと考えてお

ります。 

 一方、ご指摘のとおり、農地転用がなかなか進んでいない、そういう実態がございます。 

 その要因ですけども、いろんな要因があろうかと思うんですけど、一つは買取価格、先ほ

ど申し上げた 10円程度になかなかついていけていないので、もう一段のコスト低減をしな

いと、なかなか難しいかなと思っております。 

 また、これも大変難しいとは思うんですけども、屋根設置と同様に新たな区分を設けると

かというのも、もしかすると、もう一つの方法かもしれません。 

 それから、農地転用につきましては、農業委員会の許認可が必要となりますので、農業委

員会によっては、すごい熱心なところと、必ずしもそうでないところもあるのかなというこ

とで、全国一律でばっと普及させるというのは、なかなか難しいというふうに認識しており

まして、ここでやはり大事なのは、自治体に関与していただいて、地域の脱炭素の中に、そ

ういう営農型をうまく組み込んでいくというのもやりながら、農業の担い手が不足して、将

来の日本の農業も大変なことになると思うんですけども、それを解消していくような一つ

のツールというか、太陽光で発電して、その電気を、今後の農業分野も電化が進むと思いま

すので、自家消費から、農家の方の電気をそれで賄う。余剰の分は都市部に売って、そこで

何がしかの収益を得て、農業の担い手が安定した収入の下、適切な農業を継続できる。そう

いう将来像をしっかり描いていただいて、自治体と、国もそうですけども、しっかり目標を

つくってやっていくというのが重要だと思っています。 

 それから、安藤委員からのコメント、ご質問がございましたけれども、維持管理のコスト

につきまして、近隣の発電所をまとめてやると効率的になっていいんじゃないかというご

指摘がございました。まさにそのとおりだと思っています。 

 特に中小の発電所の場合、その発電所のためだけにメンテナンスで人が行ってというの



19 

は、すごく効率が悪いので、そこをまとめて回ってとかやると、相当効率良くなりますし、

あとはスマート化というのもありますけども、いずれにしましても、それはそういう方向を

進めるべきだと我々も思っています。 

 なかなか進んでいないんですけれども、今は、ケーブル盗難という、先ほど申し上げまし

たけども、そういう盗難を防ぐためにも、近隣の発電所でまとまってやるというのは、多分、

一つ、そういうのを防ぐのに効果的かなと考えておりますので、一朝一夕にはできないんで

すけれども、近隣の発電所がまとまってやるような方向で我々も考えて、できることをしっ

かりやっていきたいと考えております。 

 それから、壁設置に関しまして、新たな価格区分を設けたらどうだというふうなご指摘が

ございましたけども、今回はそういう要望は出していないんですけれども、なぜかと申しま

すと、まだまだ市場にあまりそういうものが出回っていない、なかなか難しいかなというの

はあるんですけども、今はどちらかというと実証事業的に補助金で入ってきているかなと。 

 ただ、近い将来、壁設置、我々はＢＩＰＶ（建材一体型）と呼んだりしていますけども、

それが日本で太陽光をたくさん導入するのに絶対必要な分野だと思っていますので、そこ

をどうやって開拓していくかということを考えれば、そういう壁設置、建材一体型のような

ものについては、ＦＩＴ／ＦＩＰでは優遇するというようなこともあってもいいのかなと

いうふうに思います。 

 あとは、建物であれば自家消費とかがあるでしょうけど、特に、例えば防音壁とか垂直設

置のようなポテンシャルというのも相当あると思います。そういうものについて、地上設置

と同じようにするのかどうかというのはありますけども、そういうのも含めて垂直設置、特

に東西に設置するものについては、朝と夕方に発電量が増えますので、昼に余剰で困ってい

るということで、朝・夕が足りないというのを解消する方向にもありますので、そういう垂

直設置も含めて、今後伸ばしていくべき分野だと思っております。 

 ありがとうございます。以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 今、１巡目のお答えをいただきましたけれど、秋元委員、安藤委員、もし追加でご発言の

ご希望がありましたら、セカンドラウンド、２巡目でもう一度お尋ねいたしますので、ご発

言いただければと思います。 

 それでは、大石委員からご発言、ご質問がございましたらお願いできますでしょうか。 

○大石委員 

 大石です。ご説明ありがとうございました。 

 今、お二人の先生からいろいろと質問をしていただいたので、私は、それに付け加える形

でお聞きできればと思っております。 

 最初にご説明いただきましたユーラスエナジーさんと、それから、陸上風力ということで

Ｊパワーさんにお聞きします。これは私の知る範囲ではありますが、陸上風力の場合、かな
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り計画が進み、実現する直前になって地域住民の賛同が得られず、結局、計画が進まなくな

ってしまったという案件が幾つか続いているように聞いております。 

 今回お話しいただきましたように、いろいろな物価の高騰ですとか、円安による費用面で

の課題というのもあるとは思いますが、実際に実現するに当たり、地域住民ですとか、地域

の関係者との接点における課題は何なのでしょうか。事前にアセスメントした上で進めて

おられると思うのですが、最終的に建設にまで至らなかった場合、何が問題だったのか、解

決策などもお考えでしたら、ぜひお聞きしたいと思います。 

 それから、Ｊパワーさんからの説明で、11 ページのところの図、確かに、時間とともに

大型化していることは分かりますが、逆にこの図を見ますと、日本は羽根の大きさの割には

効率良く発電できているようにも見えました。 

 その意味では、この日本の技術をもっと生かせるとよいのに、と思った次第です。それか

ら、先ほどからお話がありますように、今後、山に風車を建てるのに、道がないですとかい

ろいろと課題があるということで、お聞きしていると、バイオマス発電ですとか、森林保全

上の課題と共通しているように思いました。例えば道路を造るにしても、風車を運ぶために

道路を造れば、その後、山から木を切り出すために利用できるなど、その後の様ざまな活用

にもつながると思いますので、バイオマスですとか、国土交通省や農水省の森林関係部門な

どと連携して陸上風力についても活性化できればと思いましたので、何かお考えがあれば、

ぜひお聞きしてみたいと思いました。 

 それから、あと洋上風力についてもご説明をありがとうございました。 

 最初にご説明いただきました三菱商事様の資料の２ページでしたか、いろいろと課題が

あるということ、サプライチェーンのさらなる逼迫というなかに、特に風車はＳＥＰ船が必

要と書いてあるのですが、これらは全部海外サプライヤーということで、日本でこういう分

野の産業が育つということは今後、希望は持てないのか気になりました。洋上風力進めてい

く上で、日本で国内でもっとできることはないのか、もし今後何かできることがあれば、お

話しいただければなと思いました。 

 それから、丸紅様からお話しいただいた中で、６ページのところ、一番下のところに法的

拘束力のある洋上風力と浮体式導入計画ということが書いてあります。やはり洋上風力で

も、着床式のものより浮体式のほうを今後は進めていきたいのか、そのためには今何が足り

ないのかというようなことが、もしあれば、その辺りもお聞かせいただければと思いました。 

 風力については以上です。 

 それから、太陽光についてのご説明をありがとうございました。 

 太陽光の場合には、日本は、風力より、まず太陽光が先に大幅に入ったということもあり、

現在は伸び悩んでいるという課題もある一方、ある程度、現状について納得できる部分もあ

ります。ＦＩＴ／ＦＩＰによらない、それ以外の太陽光が増えてくるという中で、協会とし

ては、５ページのところですか、ＦＩＴ／ＦＩＰ以外のコーポレートＰＰＡを含め、と書い

てありますが、このＦＩＴ／ＦＩＰ以外についても、協会としては、量などを把握してくだ
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さっているのかお聞きします。 

 これは、もともと経産省にもお願いしていることですが、今後、パネル等の廃棄の問題な

どもありますので、協会としても、その辺りは全部把握していただいているのか、その辺り

が気になりましたので、お聞きしてみたいと思いました。 

 それから、８ページのところ、アグリゲーターの育成ということでしたか、ケーブルの被

害の発生の前のところでしたか、アグリゲーターが足りないというお話がありました。はい、

９ページですね。アグリゲーター育成は、今後も大変重要な課題だと思っており、太陽光に

限らず風力にも関係することですけれども、アグリゲーターの育成のために協会としても

頑張っていらっしゃるなかで、さらに何が足りないのか、課題だと思われていることがあれ

ば、ぜひ教えていただきたいなと思いました。 

 それから、22 ページ、最後のところです。このグラフを見ますと、だんだん新規参入が

減少しており今後も減少傾向が続く可能性が高いということでした。もちろん新規の参入

者が減ることも問題ですが、ＦＩＴ／ＦＩＰを卒業した事業者については、消費者も含めて、

機械の故障などをきっかけに発電をやめてしまう人はいないのか、せっかく賦課金を使っ

て増やしているのに、賦課金が出なくなったらやめてしまうというのは大変もったいない

と思うわけです。今後、ＦＩＴ／ＦＩＰを卒業した事業者や消費者がやめていかないように、

続けていくために協会としてはどのような周知啓発をなさっているか、できればお聞きし

たいなと思いました。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 大石委員、ありがとうございました。 

 それでは、松村委員、お願いできますでしょうか。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○髙村委員長 

 はい、聞こえております。 

○松村委員 

 全てコメントですので、回答不要です。 

 まず、ユーラスエナジーのスライドの５です。２番目の時間前市場の流動性と最後の非化

石証書の再定義ですけど、もちろん、これらはとても重要な問題なのはよく理解できます。 

 しかし補足説明４でも、正直これでは何を要望しておられるのかは分からない。しかし、

これは調達価格等算定委員会で要望することではないということで、こんな簡単な記述に

なっていると推察します。それぞれの担当の委員会で議論される、それは広域機関なのか、

エネ庁なのか、あるいは、場合によっては監視等委員会なのかは、いろいろあると思います

が、そのときに具体的な要望として教えていただけると思います。 

 この委員会に参加しているメンバーも、その類いの議論をする委員会の委員に、場合によ
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っては複数の人間が関与していますので、折に触れて、担当の委員会でこのような要望を何

らかの形で教えていただけると、合理的な提案であれば、サポートできる可能性はあると思

います。 

 いずれにせよ、どこかの機会でお考えを聞かせていただければありがたいのですが、この

時間がタイトな中で回答いただきたいとは思わないので、これで結構です。 

 次に、前のラウンドでの質問に対する回答で、一部の議論で上限価格と約定価格が混同し

ているのではないかと危惧しました。 

 いろいろな状況が変わって様々な要素が変動することがあり、直近で大きくコストの構

造が変わっているのにもかかわらず、過去のデータだけ見て上限価格を低く設定し過ぎる

と、その結果として不落が続いてしまう。上限価格より少し上ぐらいのところで、本当はそ

の価格でも合理的だと思われるものであるのにもかかわらず、不落がずっと続くことにな

らないように十分注意してもらいたい。今、こんなにコストの状況が激変しているから。こ

のような指摘であれば理解できます。上限価格を考えるときに、私たちは十分注意しなけれ

ばいけないと改めて思いました。 

 ただ、これは上限価格なので、落札価格ではありません。その後の資材調達価格が高くな

ったとか、そういうような話とは全く関係ない話。これは落札後の変化なのですから。要望

に際してその二つを混同していないかは、もう一度、よく考えた上で、具体的な要望が出て

くるべき。上限価格を考えたときに、十分考慮せよということであれば、それでも十分伝わ

りました。 

 それから、エスカレーションに関して、もう既にあったので大丈夫だと思いますが、丸紅

から、かなり具体的に出てきて、これは全くもっともだと思います。風力に限らず、物価上

昇を反映させることができないのかというようなことについては、一般的に検討する価値

があると思いますし、物価の指標は、具体的に何を取るのかということは、難しい問題では

あるのかもしれないのだけれども、いずれにせよ、かなり具体的に出していただいた。 

 議論からして、上も下もというのは、当然、受け入れているということだと思いますので、

検討の価値があると思います。制度全体、再エネ政策全体を考える上でも、いろいろな物価

の情勢を考える文脈でも、とても重要な提案だと思いました。 

 物価というのならともかくとして、ほかのものに関してエスカレーションという議論が

出てきたときに、まず、上下で対称でないような提案は、ほぼ問題外だと思いますので、事

業者として提案していただくのはいいのですけれど、採用は極めて難しいと思います。 

 したがって、上がるときも下がるときも対称で合理的なものでないと困ります。物価とい

うのは、私たちは頭に入れるべきだというのは十分分かりましたが、それ以外のもので為替

もあり得るとは思うのですけれど、具体的にどういうものがあるのかは考えていく必要が

あるし、具体的にご提案いただければと思います。 

 さらに、これは自社の調達価格を反映して自動的に上げ下げするのは問題外だと思いま

す。そんなことをしたら調達コストを下げるインセンティブを著しく損なうことになる。エ
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ネルギー市場では、ある種、エスカレーションに近いようなものは、いろいろな形で入れら

れていますが、それは基本的に自社の調達費用でなく、自社の調達努力と独立した何かとリ

ンクさせるという思想だと思います。具体的にどんなものがあるのか、物価は既に伺いまし

たし、為替ということもあり得ると思いますが、そのほかのもので、どんなものがあり得る

のか、具体的な知恵をいただかないと、議論は進まないと思います。 

 次に、太陽光の議論です。 

 まず、途中で、この価格水準ではもう進まない、実際に買い取り価格上がらないと無理と

いうのを、聞きようになっては、憤慨する人もきっと出てくると思うのですが、私は、これ

を前向きに受け止めるべきと思います。 

 つまり、上げるなんて問題外だということは分かっていると思うので、これは、ほかのと

ころでもちゃんと書いてあるとおり、コーポレートＰＰＡだとかというのは進んできてい

る。基本的にこっちが主力。ＦＩＴ／ＦＩＰというので支える段階は卒業しつつあるという

ことを、この資料は示していると、前向きに捉えるべきだと私は思います。 

 その上で、ＦＩＴ／ＦＩＰで支えるのは、もちろん廃止するという意味ではなく、もちろ

んこれからも続けるわけですが、どちらかというと補完的なものになり、コーポレートＰＰ

Ａのような形で、つまり、完全に自立した形に踏み出せる状況になりつつあり、しかし、そ

れでも、今すぐコーポレートＰＰＡで全部やっていくのはとても難しいと思うので、そちら

をどうやって後押ししていくのかと考えるほうが、全体としては相当建設的だと思います。 

 これは調達価格等算定委員会で議論することではないのかもしれませんが、エネ庁とし

ては、そちらにむしろ重点を置いていくべきでは、と受け止めるべきだと思います。 

 その上で、そうすると、ここで具体的に出てきた要望として、例えば、入札対象は、むや

みに広げなくてもいいじゃないか、コストがかかるだけだし。行政コストからしても、事業

者の事務コストというようなことから見ても、一定の説得力はあるのかもしれない。どの道、

補完的なものにしていくのだからということで、むやみに拡大しないのだけれど、でも、一

方で、価格に関しては、入札対象でないものが、入札対象の上限価格よりも高い価格で買っ

てもらえるというのは、これは異様な事態なので、これを早急に是正することを通じて、小

さいものも大きいものも、自家消費型、あるいは、コーポレートＰＰＡのような格好でうま

くアグリゲートして、そちらに持っていく報告に誘導していくという点から見ても、むやみ

に買い取り価格を高くしないことは、とても重要な点だと思いました。 

 次に、2030 年７円が相当に難しくなってきているというご認識に関しては、これは、先

ほどの上限価格と同様なのですが、私たちも考えなければいけない。長期の目標価格を、円

ベースで幾らと一旦定めたわけですが、これは自立電源として競争的にやっていけるよう

にするためには、そこまでコストが下がってくれなければ困るということと、国際的に見て

も割高な価格で、いつまでも留まってもらっては困るという、その二つの点を考慮して長期

的な目標価格ができてきていると思います。 

 しかし、この長期的な目標価格自体は、インフレが進む、さらに円安が進むということが
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あり、国際比価格と遜色のないコストの水準自体が変わってきていることはあり得ると思

います。 

 これは遅れるというよりも、最終的な出口としての目標価格をもう少し高くしないとや

っていけなくなるかもしれないということは考える余地があり、先ほどの物価上昇、自動調

整みたいなことを、もし考えるとすれば、風力に限らず、太陽光も含めて全般的に考えると

いう余地はあると思います。 

 ただ、その場合には、全体としての電力価格がインフレによって上がってくるということ

があれば、これから取り組むコーポレートＰＰＡの長期契約における売電価格も自然に上

がっていく。そちらが自然に有利になってくると思うので、むしろ、その流れを捉えて、そ

ちらに誘導していくことを十分考えていく余地があると思いました。 

 ＦＩＴ／ＦＩＰに関しては、ペロブスカイトのような、これからのものに注力していくよ

うに変えていくことも、一つの選択肢。改めて今回のＪＰＥＡの資料を見て思いました。 

 

 以上です。 

○髙村委員長 ありがとうございました。 

 それでは、私からも、既に委員からご発言のあった点とできるだけ重複しないようにと思

っておりますけれども、発言をさせていただきたいと思います。 

 まず、陸上風力、洋上風力についてですけれども、これは松村委員が冒頭におっしゃった

点とも関わってくると思いますけれども、特に、今、インフレ等の影響を受けて、価格につ

いて検討いただきたいと事項というのを私なりに整理すると、二つの観点からご指摘があ

ったように理解をしております。 

 一つは、価格の設定において、上限価格の設定において、法が求める電気の供給が効率的

に実施される場合に通常要すると認められる必要というところを、もちろんコスト目標と

いうのはあるわけですけれども、足元、そして中長期の展望を見たときに、今の物価、イン

フレの状況について、例えば賃金の上昇については、政策としても継続して追求する事項と

されているというふうに思いますので、こうしたインフレに関わるような内容をコスト算

定にしっかり反映してほしいというご要望というふうに、まず理解をしました。 

 もう一つは、入札によって価格が決まった、プレミアムが決まった後に、想定を超える状

況の変化があったという場合に、何らかの形で、これは上も下も双方向だというご回答を一

部いただいていますけれども、価格の調整の余地というものが、プレミアムの調整の余地と

いうのがあるのかという可能性を検討してもらえないかというものと理解をしました。 

 そういうご要望でよいのかというのを、一つは論点の整理として確認をしたいというふ

うに思っております。 

 二つ目は、具体的にユーラスさんへのご質問ですけれども、陸上風力のリプレースの点で

す。確かに私自身も、既存のものを何らかの理由で廃棄され、リプレースがされていないケ

ースというのは耳に、目にしていまして、今回の買取り価格は、価格の問題としてご提起い
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ただいておりますけれども、リプレースについて価格以外の障壁というのがあるのかどう

かという点、言い方を変えると、なぜリプレースが進まないのかという点について、もし追

加でお考えがあれば伺えればというふうに思います。もちろんユーラス以外でも、この点に

ついてご意見がある事業者の方がいらっしゃれば伺いたいと思っております。 

 最後は、陸上風力、洋上風力についてですけれども、本日のご意見の中で、買取りの価格

に関わるご意見というのは、もちろん出されておりますけれども、例えば、先ほどありまし

たユーラスさんのご要望の中にも、それから、丸紅さんのところでも、拘束力ある目標です

とか、具体的な計画についても、恐らく、この調達価格等算定委員会でない再生可能エネル

ギーに関わる政策を議論する委員会でしっかり議論をしていくことが、価格だけではなく、

それを支える事業者の事業環境を整備していく、あるいは向上していく上で重要だという

ご指摘をいただいていると思っております。 

 もちろん委員が意識を持って、そうしたご意見を踏まえて議論するということは重要だ

と思っていますけれども、ぜひ、事務局のところで、こうした制度に関わるご要望について

は、同時に関係する委員会等の審議の場に共有いただきたいということを、これは事務局に

対してお願いしたいというふうに思っております。 

 太陽光発電協会さんについて、太陽光発電についてですけれども、大きなご質問になって

しまいますけれども、確かに認定の要領を見ますと、さらにどう拡大していくかというとこ

ろは知恵を絞らないといけないというふうに思っておりますが、太陽光発電協会さんのと

ころで、どこに大きな拡大の展望、重点とすべき分野があるのかという点について、もしお

考えがあれば伺いたいと思います。 

 昨年度のところで、この委員会で事業用の屋根設置について区分を作って、今回ご提示い

ただいたデータですと、システムコスト低減の傾向が見られるということ、これは導入が今

後進んでいく可能性を見通してであることを期待しておりますけれども、見られるという

ご説明がございました。 

 一つ、こうした建物一体型の屋根設置というのはあると思いますけれども、重点を置くべ

き分野としてお考えのところがあればお示しいただいて、逆に、なぜそこに導入が進まない

のか、先ほどの営農型、農地を活用したというところも、秋元委員のご質問に関わるところ

かと思いますけれども、どのように対応していく必要があるのかという点について、もし追

加で、これまでの回答に追加してございましたら、ご意見いただければというふうに思って

おります。 

 以上、３人の委員から発言をしていただきました。 

 それでは、同じ形になりますけれども、最初にお願いしたいというふうに思っております。

申し訳ありません。ユーラスエナジーさんからお願いできますでしょうか。 

○株式会社ユーラスエナジーホールディングス 

 それでは、ユーラスエナジーの秋吉から回答させていただきます。 

 まず、大石委員からご指摘がありました２点なんですけど、陸上風力の案件の頓挫の話で
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すね。こちらなんですけども、最近の案件では、発電原価を下げたいという観点から、案件

の規模が大規模なものにしたいという傾向があると思います。そうなりますと、案件規模が

大きくなりますと、景観のインパクトとか、あと、工事に伴います土地の改変、こういった

ものも増えますので、もちろん、アセスの手続にのっとってそういう評価はしていくんです

けども、地元の皆さんからご不満を抱かれるということは当然だと思いますので、アセスの

手続にかかわらず、より地元に対して丁寧な対応、丁寧な事前説明等、こういうことをやっ

ていくことが重要になってきているというふうに考えています。 

 それから、２点目ですけども、地域住民との接点という点でご質問いただいたかと思うん

ですけども、これまでは地域の方々とも好関係を継続するために、いろんな形で各事業者は

努力してきているとは思うんですけども、これまではどちらかといえば、金銭的な支援とか

物品的な支援、そういったことで支援することが中心だったと思っているんですけども、今

後は地域共生というふうに、私どもの会社では今年の４月から部署も作ったんですけども、

地域共生ということで、地元とともに発展する、そういったレベルの地域との行動、こうい

ったことを心がけていかないと、地域住民の方からの受入れというのは難しくなりつつあ

るのかなというふうに認識しております。 

 それから、松村委員からのコメントですけども、大変貴重なコメントをありがとうござい

ました。 

 それで、１点、市場統合における課題５点のところなんですけども、こちらにつきまして

は、適切な機会に、適切な委員会で、当社の考え方をしっかりご説明して申し入れさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、髙村委員長からのご確認事項ということで、一つが、二つの我々からの要請で

間違いないかという点です。上限価格の設定におけるインフレ等の考慮、それから、契約し

た後の価格調整の余地があるのかということなんですけども、この２点について、私もお願

いしたいということを先ほど申し上げたつもりでございます。 

 それから、リプレースの案件における価格以外の障壁というご質問があったかと思うん

ですけれども、私どもの事業自体においては、特段大きな障壁というものは、価格高騰によ

りまして、思った以上に値段が下がらないという点を除けば、それ以外の障壁というのはあ

まりないと思っているんですが、一方で、小規模な事業をもともと営まれていらっしゃいま

した自治体様とかが多いと思うんですけども、小規模の電力契約、系統枠しかない案件にお

いては、そもそも風車の単機出力が大きくなりまして、２ＭＷしか系統容量の枠がないよう

な事業もあると思うんですけども、そういった事業には供給可能な風車がないというよう

なことで、リプレースの事業が進んでいらっしゃらないという事業者さんもいらっしゃる

のではないかというふうに考えます。 

 私からは以上でございます。 

○髙村委員長 

 秋吉様、ありがとうございました。 
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 それでは、電源開発の斉藤様、いかがでしょうか。 

○電源開発株式会社 

 ありがとうございます。 

 質問の多くをユーラスさんのほうでご回答いただいたので、私どもは大石委員からいた

だいた２点についてご回答いたしたいと思います。 

 まず一つ目の、実現直前で風車が地域の反対を受けて中断した事例があることに対して、

どういう対応をしているかというご質問がありました。 

 私どもは、実現直前で中止になったような事例はございませんが、計画時点で理解を得ら

れない、あるいは理解を得るのに時間がかかった地点もございます。 

 あらゆるインフラは、いろいろな意見が多様にございますので、いわゆる合意形成を得る

プロセスは、日々丁寧に取り組むしか解決策はないのかなと。 

 一番厄介なのが、意識として、焼却処分場や、社会として必要はあるんだけども、我々の

近くには作ってくれるなというようなご意見も多々散見されまして、そういう方々にどう

やって理解を得るかというのが長年の課題認識として持っております。 

 二つ目のご質問、今、スライドを見せていただいていますけど、このグラフを見ると、日

本は効率がよいように見えるので、そういった面も事実としてあるのかもしれません。 

 ただ、このグラフで表現できない事項としては、風車はそれぞれのタイプがあって、過酷

な状況なのか、過酷ではないのかによって、風車の設計の条件が変わります、当然、一般的

に日本の条件は厳しいことが多くございまして、風車の値段も他国に対して高いというよ

うなトレンドがあります。ですので、このグラフだけをもって日本は効率がいいんじゃない

かというのは、私どもでも正確に返答しかねるというような状況でございます。 

 加えて、運搬ルートの制約を回避するのに森林を開拓する、何かとコラボレーションをす

るようなアイデアはないでしょうかというご意見もありましたが、まさに、日本の国土は面

積に対して人口が多くて、平地の土地利用割合が高いので、結果として他国に比べて道路を

運搬するときの制約が多いというのが現実としてございます。これは非常に高いハードル

だと思いますが、道路のインフラ整備と一緒に風車計画と寄り添うようなことがもし実現

できれば新たなステップへ入っていけるのかなというのは感じます。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして三菱商事洋上風力株式会社の田中様、いかがでしょうか。 

○三菱商事洋上風力株式会社 

 私からは、大石委員からのご質問に答えさせていただきます。 

 ご質問の内容は、海外サプライヤーが、現状、事業の中で大きな割合を占める中で、日本

の産業が育つ可能性はというお話だったと思うんですけれども、実際上、サプライチェーン

全体から見ると、恐らく、大石委員のご指摘というのは機器の部分だと思うんですが、ざっ
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と申し上げますと、風車製造は、風車と、あと電気、これでサプライチェーン全体のコスト

の大体 37％、40％ぐらいを占めます。残りの 20％弱が工事であったり、あと 40％弱が運転

保守であったりします。 

 その点から考えますと、風車の部分というのは、日本に製造メーカーはいらっしゃらない

ので、どうしても海外製に頼らざるを得ないんですけれども、日本のメーカーさんによって

は、一部の製造を日本で請け負ったりという努力をしていただいていますし、将来的には、

私もまだアイデアを聞いたことはないですけれども、例えば、ブレードを日本で作るという

ことがもしかなえば、風車の部分だけ、全体で 20％ぐらいですけれども、ここの日本の割

合というのが増えていくんじゃないかなと思います。期待をしております。 

 一方で、基礎については、一部、日本ではＪＦＥエンジさんが工場を造られて、これはモ

ノパイルの部分ですけれども、製造開始される予定にありますので、ここも増えていくので

はないかなと。 

 あと、電気については、これは日本のケーブルも含めて日本の割合が多いということなの

で、海上の工事につきましては、既にＳＥＰ船を保有されている日本のゼネコンさんもいら

っしゃいますし、要すれば、風車というのは非常にポーションが多い構造になっております

ので、単にナセルのところ、風車の回しているところだけではなくて、工事も含めて、ほか

の部分での日本の経済への波及効果、日本で製造する部分を工事するというのは、割合とし

て今後ラウンドを重ねるごとに増えていくのではないかという期待を持っております。 

 以上でございます。 

○髙村委員長 

 田中様、どうもありがとうございました。 

 それでは、丸紅洋上風力開発株式会社の真鍋様、いかがでしょうか。 

○丸紅用風力開発株式会社 

 はい、真鍋です。私からは、大石委員からの質問に対して回答をさせていただきます。 

 まず、着床式と浮体式ということで、浮体式に注力されるのかということなんですが、当

社としては着床式と浮体式、どちらにも注力していきたいと考えております。 

 その上で、浮体式の推進に何が足りないのかというご質問をいただきました。 

 調達価格等算定委員会の根拠とは真正面ではないかもしれませんけれども、あえて当社

からの意見を、コメントをさせていただきたいと思います。 

 何が足りていないのかという点ですが、どちらかというと、何が大事なのかという観点か

らご説明いたしますと、私どもとしては、そのスライドの下の２番目、漁業者並びに航路関

係者との協調、こちらが大事だと考えております。 

 我々は、漁業者並びに航路関係者が洋上風力を推進する、浮体式を推進するためのボトル

ネックだということを申し上げているのではなくて、これはいずれにしろ、日本にとって非

常に重要な産業になりますので、発電事業者ときっちりとウィンウィンの関係をつくらな

いといけないというふうに考えています。 
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 なぜそのように考えるかなんですが、我々は福島とか北九州で浮体式の実証事業をやら

せていただきましたけれども、まだまだ技術的な課題は非常に多いのを我々は認識してお

ります。では、その課題をどのようなポイントで考えるかというと、浮体の大量生産、これ

をどうやって克服していくのかということが、私は最大のポイントだと思っておりまして、

それを克服するためには、実証ではなくて実プロジェクトで、欧州ではＧＷクラスのプロジ

ェクトが浮体式でも動いている、そういった実プロジェクトをやることで、風車メーカーさ

んだったり、事業者も本気になってそれに取り組むということで、そういった技術的な課題

が解決されて、将来的には当然コストも下がってくる。自立化につながっていくというふう

に考えています。 

 この観点で、まずは漁業者、航路関係者との協調、これがまず入り口にあるということが

ポイントであろうというふうに考えております。 

 私からの説明は以上です。 

○髙村委員長 

 真鍋様、ありがとうございました。 

 それでは、太陽光発電協会の増川様、お願いできますでしょうか。 

○一般社団法人太陽光発電協会 

 太陽光発電協会の増川でございます。ありがとうございます。 

 まず、大石委員からのご質問ですけれども、ＦＩＴ／ＦＩＰによらない、いわゆるオフサ

イトＰＰＡだったりするわけですが、量を把握しているのでしょうかというご質問だった

と思うんだけど、これは我々ではなかなか把握するすべがなくて、何かあればいいなとは思

っております。 

 エネ庁様が、今回、2022年度 0.5ＧＷと公開したぐらいというふうに推定されていますけ

れども、その元のデータは、送配電事業者様のデータを使っているというふうに認識してお

ります。 

 これはＦＩＴ／ＦＩＰに限らず、全ての電源が系統に接続するというのは必ず送配電事

業様の許可が必要ですので、その情報を集めれば、どれだけ導入されたか、自家消費のもの

につきましても、系統に連係されていれば必ず許可が要るというふうに認識していますの

で、その情報については送配電事業様が把握されていると思いますので、もう少しデータベ

ースを、お金をかけるのは大変ですけど、しっかり構築してやれば、比較的正確なデータが

得られるのではないかなというふうに思っております。 

 それから、もう一つ、大石様から質問で、アグリゲーターの育成につきまして課題は何で

しょうかというご質問だったと思いますけれども、これはいろんな課題がたくさんあるん

ですけども、今、足元での課題は、アグリゲーターの仕事場がない。これはどういうことか

と申しますと、ＦＩＰだったり、非ＦＩＴ、卒ＦＩＴの太陽光であれば、アグリゲーション

の対象になるんだと思うんですけど、ＦＩＰの案件もまだ少ないですし、大量にあるＦＩＴ

も、ＦＩＴのままではなかなかＦＩＰに移行していないということですので、卒ＦＩＴも、
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住宅用は出始めていますけれども、事業用に関しては 2032年以降ということになりますの

で、一番は、できるだけ早くＦＩＴからＦＩＰに移行を進める、ＦＩＰの案件を増やす、そ

れからＦＩＴ／ＦＩＰに頼らない案件を増やしていくということが、アグリゲーターの仕

事が増えていくということが重要かなと。そうすれば、おのずとビジネスとして広がってい

くのではないかなと思います。もちろん、それ以外に課題はありますけど、まずはそれかと

思います。 

 それから、これも大石委員からのご質問というか、コメントだったと思いますけども、事

業用太陽光の場合は 20 年でございますけれども、買取期間を終えてから、発電を止めて、

設備を撤去するのはもったいないのではないかと、何とかして止めるようなことで啓発活

動はやっていないのかということだと思います。 

 まさに、そのとおりだと思っています。我々も 20年の買取期間が終わったからというの

で発電をやめるというのは、それは、やっちゃいけないと義務化するわけではないんですけ

ども、ぜひ、20 年が終わってからも発電を継続してくださいというのを事あるたびに呼び

かけて、そういうお話をしています。 

 これはどういうことかと申しますと、20 年たったものに関しては、基本的には減価償却

は終わっています。一方、太陽電池モジュール、パネルというのは、30年、場合によっては

もっと長くもつということなので、もちろん、ちゃんと設計施工して維持管理にされていれ

ば、20年以降も稼働できるはずですので、それはしっかり稼働して、大体、メンテナンス、

維持管理費というのはｋＷｈ当たり３円から４円だったと見積もっておりますけれども、

そのぐらいのコストで発電できますので、そういう安いＣＯ２を出さない電気を発電して、

賦課金で皆様にお世話になったものを恩返ししなきゃいけないというふうに我々は考えて

いますので、それができるだけ長くするのが重要であるということを呼びかけております。 

 それについても、いろんな政策的なこともこれから考えていかなきゃいけないと思うん

ですけども、維持管理をしっかりするとか、あるいは、本当に発電事業をしっかりやってい

こうとしている事業者に集約していくというのは、将来必要になるのかもしれません。 

 続きまして、髙村委員長からのご質問があったと思いますけれども、ＦＩＴ／ＦＩＰの新

規の認定量についても増やしていくことが重要で、それをどうやって増やしていくのか、ど

ういう具体策みたいなものがあるのかと、建物用、あるいは営農型とか、そこで対策とか課

題というご質問だったと思いますけども、まず、今、我々も 2050年に向け太陽光でどれだ

け入るんだろう、入らなきゃいけないんだろうということをいろいろ検討しておりまして、

現状の我々の見通しというのは、2050 年 300ＧＷというふうに見積もっているんですけど

も、それをもう一回、精緻にいろいろと資料を調べて今やっている最中でございまして、そ

れで分かったのが、まず、日本全体のポテンシャルとしては、2,400ＧＷの膨大な量でござ

います。これは営農型とか荒廃農地も含めてですけれども、今入っているのは 2,400ＧＷの

3.3％しか入っていません。今、10円／ｋＷｈぐらいにコストが下がっている太陽光は、ポ

テンシャルがまだまだあるということなので、それを増やしていくことは日本の国益にも
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つながるはずだと我々は信じておりまして、それをどうやって増やしていくかというのは、

我々協会でいろいろと取り組んでいるところでございます。 

 農地に関しましては、営農型を含めまして、ポテンシャルとしては 1,700ＧＷという膨大

な量がございます。実際にはそれを入れていくのは大変なんですけども、これについては、

農業政策等もありますので、少し時間はかかりますけれども、2030 年以降は非常に有望な

エリアだと思っています。 

 足元については、自家消費を中心として建物とか、住宅も含めてですけども、そういう自

家消費を中心とした分野が今後大幅に伸びるだろうというふうに我々は期待しております

ので、今年度から屋根設置を設けていただいたのは、その一環のタイムリーな制度変更だっ

たというふうに我々は思っております。 

 ちなみに、資料の 29ページをお示しいただきたいんですけれども、これは補助金、需要

家主導の太陽光導入促進に関する調査から得られた示唆ということでまとめたものですけ

れども、これはどういうことかといいますと、一番左が発電コストを７円／ｋＷｈまで下げ

て、それから、もちろん発電はいろいろとコストがかかってくわけだけども、インバランス

コストを全部もろもろ入れても９円／ｋＷｈを切るぐらいの売電単価が十分できるだろう

と。それに小売のコストと託送料金を含めて、大体、小売単価としては、将来的には 19円

／ｋＷｈぐらいでできるんじゃないか。これは高圧需要家で見たときに、値上げ範囲ですけ

ど、右側のほうは小売料金で、これは燃料代によってすごく変わるということです。赤いと

ころが燃調費なんですけれども、値上げ前で見ますと、去年の１月時点ですと、これだけ高

騰していると全然競争力があると。一方、燃調費がない、燃調費ゼロケースとありますけれ

ども、それだと届いていないということで、自立化にするには燃料コスト等がどういうふう

になるかというのが非常に重要になってくる。 

 これは需要家さんが 19.2円で買っていいのだろうかというのを非常に悩まれて、そこで

リスクを取られているのが、今、大きな課題です。 

 燃料代については、将来の見通しというのは非常に難しいんですけれども、一方、環境価

値等については、多分、政策的に、ある程度の長期見通しが、もし持てることができれば、

それを一つの事業予見性として、事業者、もちろん需要家もそうですけども、オフサイト型

の非ＦＩＴ／非ＦＩＰは相当増えていくんじゃないかなと思っています。 

 長くなりましたけれども、以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 今のご発表を踏まえて、各委員からご発言をいただきました。委員から追加でご発言、ご

質問の希望はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 事務局から何かございますか。 

○能村課長 

 事務局でございます。 
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 先ほど、委員長からありましたとおり、本日、価格算定委以外のところでの関係する審議

会への情報提供、また、本日のご議論の状況などにつきましても非常に有益だと考えており

ますので、事務局としても関係審議会への情報提供ということをしっかりと行っていきた

いと思います。 

 事務局からは以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 もし、委員から追加のご発言のご希望がなければ、前半の議論は以上とさせていただきま

して、後半の地熱発電、中小水力発電、バイオマス発電のパートに移りたいと思います。 

 時間がかなり押しておりまして、ご発表の時間について厳守をお願いしたいと思います。 

 まず、地熱発電につきまして、日本地熱協会の理事であります後藤弘樹様からご説明をお

願いしたいと思います。 

 後藤様、よろしくお願いいたします。 

○日本地熱協会 

 日本地熱協会の後藤でございます。 

 このたびはヒアリングいただき、ありがとうございます。 

 まず、スライド２枚目をご覧ください。 

 ＦＩＴ制度後である 2012 年度以降の導入件数は 79 件、導入量は 84ＭＷですが、導入ケ

ース数の大半は小規模発電が占めています。これらは地下調査の必要性が小さく、リードタ

イムが短い小・中規模案件であり、10ＭＷ以上の大規模はいまだ調査・開発途上です。 

 現在、開発建設中の案件は 35地点、規模が公表されているのは出力で合計 82ＭＷとなり

ます。調査中の案件は、中規模、大規模を合わせて 56地点となっております。 

 次をお願いいたします。 

 コスト分析です。 

 小規模は資本費、運転維持費が極めて大きいことが分かります。資本費は出力 1,000から

１万ｋＷの中規模では平均ｋＷ102万円と、ＦＩＴ想定値である 123万円を下回っています

が、調査や掘削コストを伴わない案件が含まれていることに留意する必要があると思って

おります。 

 掘削を伴った松尾八幡平を赤い丸で囲ってプロットしていますが、想定値を上回ってい

ます。大規模では、事例は山葵沢１件だけですが、ｋＷ61 万円と想定値を下回っておりま

す。 

 運転維持費は小規模・中規模とも平均値は想定値を上回っています。ただし、出力 7,500

ｋＷの松尾八幡平は、ほぼ想定値付近でした。大規模の山葵沢は想定値を下回っていますが、

運転４年目での報告値であり、今後の補正値の推移データが待たれます。 

 スライド４ページ目をご覧ください。 

 規模と利用率の関係を示しています。１万 5,000ｋＷ以上の大規模についての事例は１件
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のみですが、約 80％の利用率を維持していると報告されており、想定値を上回っています。 

 また左下図にありますように、1,000ｋＷ以上の中規模も想定値を上回っています。中・

大規模は保全が行き届いているということが要因かと思います。 

 一方、1,000ｋＷ未満の小規模ではばらつきが大きく、中央値は 45％程度です。小規模の

利用率低下要因は設備の不調に起因するものが多いとの報告があり、早期復帰及びさらな

る知見の蓄積、共有が必要と考えています。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 世界の地熱発電のコストを示したデータです。 

 2010年から 22年までの推移はほぼ横ばいです。この数年は、社会情勢により資材高騰等

がありましたが、20年度以降も大きな変化はありません。 

 この時期は、トルコやケニアでの伸長があります。これらの国では、国による先行調査や

ＯＤＡ資金の活用が寄与したのではないかと思っております。 

 スライド６ページ目をお願いします。 

 これは世界の開発推移を見たものですが、着実に導入が進んでいることが分かります。国

別の導入推移は参考資料に添付しています。トルコ、ケニア、そしてインドネシアの伸長率

が高くなっています。 

 また、成功要因は、国による調査や国営企業の主導等があると思われます。参考資料に幾

つかの国の例を添付いたしました。 

 スライド７ページ目、これは地熱発電の特徴を記載しました。 

 既にご案内のとおりですが、安定電源であること、設備が長寿命であること、世界トップ

クラスの発電技術を有し、海外依存度が極めて低いことが挙げられます。発電占有率は小さ

いですが、技術面でも維持すべきエネルギー資源と考えております。 

 次、８ページ目をお願いします。 

 地熱発電が他の再エネとは違う特性を有していることをまとめました。 

 設備面では大量生産できるものではないこと。また有望な地点から開発が進むことから、

年々価格を低減することは難しいということをご理解いただけるかと思います。 

 それゆえに、ＪＯＧＭＥＣによる調査により、規制緩和された自然公園など有望地点が順

次発掘されることを期待しています。 

 地熱発電では、設備の負担が大きいですが、既存の発電所としての体制、つまり頑丈さを

有し、50 年単位での設備利用が可能です。初期の資本コスト償却後は安価な電力供給が可

能ですので、長期的視点での評価をお願いいたします。 

 スライド９、10 枚目、これは今後の導入量を増やすための環境整備への要望をまとめて

いますが、この委員会の論点でもございませんので、また、今までもお話ししていますので、

割愛します。 

 スライド 11枚目をお願いいたします。 

 これまで実行してきたコスト削減の方策を示しています。 
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 操業費面で他所事例の活用や保全工事における分割発注等の商流変更により数千万円の

保全コスト削減につなげた例もございます。一つ一つの削減費は小さいですが、積み重ねて

いきたいと考えています。 

 また、これらを実行するには優秀な人材の確保が必要ですので、人材育成に注力している

ところでございます。 

 スライド 12枚目をお願いします。 

 これは、１万 5,000ｋＷに発電規模が張りつく傾向にあることの要因です。 

 地熱業界では、2012 年のヒアリング時に、資源量に合った開発を進めるために、多段階

の、要はフォーミュラー方式を提案しました。現制度下では、経済性とリードタイム短縮を

考慮すると、最適点を選択するということは否めません。経済性があれば段階的に開発を進

めることもあり得るとは思います。 

 また、ＦＩＴ制度前の平均的な開発規模である１万 5,000～３万ｋＷの開発にインセンテ

ィブを与えることも案としてはあると考えています。 

 最後、13 ページ目ですが、価格要望でございます。現行、ＦＩＰ基準価格を維持してい

ただくようにお願いいたします。 

 ＦＩＰ基準価格の維持をお願いする理由は、価格変更をするまでの実績がまだ不十分と

いうこともありますが、リードタイムが長い環境下で、ＪＯＧＭＥＣの助成をいただきなが

らも調査へ多額の投資を継続しており、調査途中の価格の引下げは投資マインドを急速に

冷やします。何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○髙村委員長 

 後藤様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、中小水力発電に関しまして、関係４団体を代表し、水力発電事業

懇話会事務局長の塚田智之様、ご説明をお願いいたします。 

 塚田様、よろしくお願いいたします。 

○水力発電事業懇話会 

 塚田でございます。 

 中小水力発電４団体のご説明をさせていただきます。 

 次をお願いします。 

 本日のご説明内容です。 

 次をお願いいたします。 

 はじめに、私ども４団体は、中小水力発電の適切な調達価格は、安定したサスティナブル

な電源への投資となり、将来にわたって低炭素化社会の実現に寄与するものと考えており

ます。 

 次、お願いします。 

 中小水力４団体におけるＦＩＴ認定制度以降の導入実績でございます。 
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 新設及び新設相当は 125地点、約 30万ｋＷ、導水路活用型が 43地点、約 22万ｋＷ、新

設のみは、この表に示していますように 1,000ｋＷ未満が 80％以上占めていて、小規模なも

のが主となっています。 

 一方で、導水路活用型のリプレースについては、200ｋＷ以上の地点においてのＦＩＴ認

定について、当団体の案件が全体の半分以上を占めています。 

 次をお願いします。 

 中小水力４団体における今後の水力発電導入見通しですが、新設は 2030年までの増分出

力が 5.3万ｋＷ、2011年以降 2030年時点での合計出力は 35.1万ｋＷとなる見通しです。 

 一方、既設は 2030 年までの増分出力が 0.6 万ｋＷ、2011 年以降 2030 年時点での合計出

力は 22.8万ｋＷとなる見通しです。 

 次をお願いします。 

 次に、発電コストについてですが、調達価格と建設単価の関係について、ここに示したよ

うな最大出力 1,000ｋＷのモデル地点で算出しました。事業性評価においてはＰ－ＩＲＲ

3.5 程度を目安にしていますので、このモデルの場合、現在の調達価格ｋＷｈ当たり 27 円

において事業性が確保できる建設単価は、ｋＷ当たり 111万円程度となります。 

 次をお願いします。 

 建設コストの状況ですが、ウエートの大きい水車発電機の価格が上昇しています。この表

のように、予防発注日から本発注時の金額の上昇率を整理していますが、1.04～1.79 倍に

上昇しています。 

 その原因として金属類、特に発電機コイルに使用する銅の価格で見ますと、このグラフの

ように 2017 年～2022 年で約 1.64 倍となっています。そのほか、人件費の高騰、為替変動

などの影響もあり、経済性の悪化が懸念されています。 

 次をお願いします。 

 当団体所属会社のＦＩＴ適用 20件のＣＡＰＥＸとＯＰＥＸの実績の事例を整理してみま

した。このページがＣＡＰＥＸ、次をお願いします。次のページがＯＰＥＸです。 

 次をお願いします。 

 これを合わせた発電原価をこのページにまとめています。 

 新設の 200ｋＷ未満、導水路活用型の 200ｋＷ未満と 5,000～３万ｋＷについては、発電

原価は大きくなっていますが、１地点のデータであること、導水路活用型の 5,000～３万ｋ

Ｗの地点は、運転再開後の期間が短くて、発電電力量が小さいことなどによるものです。 

 特に 200ｋＷ未満の発電コストは、今後の開発における建設費の削減と維持管理費用の低

減を図る必要があると考えています。 

 次をお願いします。 

 このページの左側の図は、出力ごとの開発実績と今後開発予定の数を示しています。出力

が小さいものが多く残っていることが分かります。 

 また、右の図は、今後開発を進めていった場合の横軸に発電原価、縦軸に累計の出力を示
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したものですが、開発の事業性の高いものを先行するため、ある段階を過ぎると事業性の低

い地点になっていくため、発電原価が大きくなる。このため、調達価格が下がっていくと、

開発可能な導入量が減少することになるというふうに考えています。 

 次をお願いします。 

 このページは特に再エネ開発が進んでいる欧州と日本の水力発電について比較したもの

です。これらから以下のことが言えます。 

 我が国の水力発電の開発ペースは、欧州に比べて遜色なく、建設コストは幅があるものの

欧州より高い。 

 欧州の水力発電コストは、我が国に比べてかなり安価な地点が存在する。ドイツでは、

1,000ｋＷ以下が全水力発電所数の９割以上を占めており、平均出力 160ｋＷの中小水力発

電所が年間に約 300か所ずつ建設されています。そのため、中小水力発電とそのための機器

供給が成熟した産業となっていることが、日本より低コストで導入が進められている理由

の一つであるというふうに考えております。 

 建設コストが高く、また発電コストが安価な地点がないにもかかわらず、我が国の水力開

発が一定のペースで進められている理由としては、調達価格が維持されている影響が大き

いのではないかというふうに考えています。 

 次をお願いします。 

 自立化に向けた道筋についてですが、まず、調達価格なしとなった場合、どの程度の価格

で売電する必要があるかを、先ほど説明しました 1,000ｋＷの開発モデルで、同じ 60 年間

のＰ－ＩＲＲで考えてみました。その結果、Ｐ－ＩＲＲを 3.54％程度とするには、ｋＷｈ

当たり約 19円で売電する必要があるという結果になりました。 

 長期間、この高い金額で売電契約するのは厳しいというふうに考えられますので、引き続

き適切な調達価格でのＦＩＴ／ＦＩＰ制度の継続をお願いしたいと考えております。 

 次をお願いします。 

 一方で、将来的な自立化に向けて発電事業者が取り組むべく方策としては、ＣＡＰＥＸの

削減については、既設インフラの活用など、ここに書いたものが挙げられます。 

 また、ＯＰＥＸの削減については、点検内容とか項目の見直し、計画外や計画停止の最小

化による発電電力量の増加など、ここに書いたものが挙げられます。 

 次、お願いします。 

 そして、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度に代わる発電事業者への支援方策としては、国土交通省が主

催しました「気候変動に対応したダムの機能強化の在り方に関する懇談会」の中で、東京大

学の松本真由美先生が紹介されていましたけれども、デンマークの例では、発電事業者が自

己資本のみで事業を進めることが難しい場合、地域から債権を募る方法も実施されている

そうで、発電所から一定の距離以内の人は優先的に電気を使用できるというふうにしてい

ることや、地域の財産を自らの資産として実感できることから必ず買う人がいるとのこと

です。 
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 同様のスキームの導入によって、事業者にとっては資金調達が容易に、また債権者にとっ

ては電力優先利用の便益や投資回収による収益が得られるモデルを構築できる可能性があ

ると考えられます。 

 これを実現するには、債権者の購入意欲を喚起するため、設備の一部が自らの財産である

ことを見える化するなどの仕組みが必要とのことでした。 

 私からは以上になります。 

○髙村委員長 

 塚田様、どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に、バイオマス発電に関して四つの団体から順にご説明いただきたいと思

います。 

 まずは、大規模の木材等を用いたバイオマス発電の分野を代表いたしまして、一般社団法

人バイオマス発電事業者協会代表理事の成田正士様からご説明をお願いいたします。 

 成田様に限りませんけれども、時間の厳守にご協力いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

○一般社団法人バイオマス発電事業者協会 

 成田でございます。 

 資料の２ページ目に行っていただけますか。 

 バイオマス発電の意義は、改めて申しませんけども、昨年のエネルギー危機が起きて、そ

れによって電力需給の逼迫、それから価格高騰とある中で、電力の安定供給と脱炭素の両立、

エネルギー・セキュリティーの重要性というのが増したと思っております。それに加えて、

また昨今の中東情勢もありますので、天候に左右されない再エネのベースロード電源とし

てのバイオマスとして貢献できるところの意義というのは大きいというふうに思っており

ます。 

 ４ページをお願いします。 

 その中で、導入量のところですけども、2018 年度に認定を受けた１万ｋＷ超の認定案件

は１件のみで、今までも順調に推移していますけども、今後は頭打ちという状況になると予

想しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 欧米の諸国と、全発電量の中のバイオマス発電の比率を記載させていただいています。 

 欧米諸国は、５～15％とバイオマス発電の割合は大きいんですけども、まだまだ日本は少

ないというところで、自然変動電源の立地条件に制約が多い日本の中でバイオマスとして

2050 年のカーボンニュートラルに向けて貢献できるところというのは大きいんじゃないか

なというふうに思って取り組んでおります。 

 次、1ページ飛ばしまして７ページをお願いいたします。 

 この左側のグラフの図なんですが、燃料のコストについて、エネルギー危機が起きて、そ

れによって 2022年度というのは、木質のバイオマス価格というのも高騰いたしております。 
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 一方、ＰＫＳについては価格高騰の影響を受けずに調達できております。 

 ＰＫＳについては、日本企業が他国に先駆けて、いち早くサプライチェーンを構築してき

た燃料であるというところが大きいと思っていまして、エネルギー・セキュリティーという

観点で、このような商圏権益というのをしっかり確保していくということが重要だと思っ

ております。 

 一つ戻りまして、６ページをお願いいたします。 

 これは、円ベースの燃料コストについて記載させていただいています。2023 年度という

面で言うと、ペレットについても価格というのは落ち着き、ドルベースだと価格の落ち着き

を示したんですけれども、一方、円ベースだと燃料のコストというのは、ペレットもＰＫＳ

も両方とも上昇しております。これは為替の影響が主でございまして、なかなか、この為替

のところというのは事業者の自助努力ではどうしようもないところがございますので、調

達価格算定という観点でご配慮いただければなというふうに思っております。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 バイオマス発電の主力電源化に向けての要望というところで、バイオマス発電は燃料コ

ストというのが発電コストの中で占める割合が非常に大きいというところがありますので、

燃料の安定調達、燃料のコスト低減というところが非常に重要だというふうに思っていま

して、そういう意味で言うと、ＰＫＳ、あるいは新しい燃料というところで、燃料調達ソー

スの多様化に向けて、事業者として主力電源化に向けて取り組んでいきたいというふうに

思っておりますので、その点についてご支援をお願いしたいというふうに思っております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 あと、認定量が増えていないというところで、そこというのはコスト要因が大きいので、

先ほど申しました燃料調達の多様化等で、業界としてしっかりコスト低減に向けて取り組

んでいきたいというふうに思ってますけれども、一方、発電所の入札容量というところにつ

いては 120ＭＷというところに制限されていまして、我々として、一つ、スケールメリット

を得て、コストを下げていくというような取組というのも行いたいと思っていますので、入

札容量の増加というのもご検討いただければなというふうに思っています。 

 一方、大型案件について、あと、建設期間というのは平均４年を要していますので、運転

開始期限の延長というのもご検討いただければなというふうに思っております。 

 次のページをお願いいたします。 

 資本費と運転維持費についてのコスト動向でございます。時間もないので、資本費につい

ては割愛させていただきますけれども、上昇傾向にございます。運転維持費についても、こ

こではコスト増の傾向は見られなかったと記載されていますけれども、為替安、人件費、輸

入部品費の高騰等で、点検費用を含めた設備コストというのは上昇傾向にあるというふう

に捉えております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ＦＩＰの導入事例です。バイオマス発電でＦＩＰの展開を行った発電事業者へのヒアリ
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ングというのを行った結果というのをここに記載させていただいております。事例が少な

いので、協会として包括的な見解というのを述べるに至っていませんけれども、バイオマス

発電というのはマーケットの状況、価格において、発電出力というのを決定していく、柔軟

に対応していくというのが可能な電源だというふうに思っていますので、今後とも知見を

蓄えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 成田様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、液体燃料を用いたバイオマス発電の分野を代表いたしまして、一

般社団法人環境・エネルギー事業支援協会、代表理事の池田力様、ご説明をお願いできます

でしょうか。 

○一般社団法人環境・エネルギー事業支援協会 

 一般社団法人環境・エネルギー協会の池田でございます。本日はありがとうございます。 

 そうしましたら資料の次のページをお願いいたします。 

 現在、液体バイオマス発電に関しまして、発電所の出力ベースで 133,710ｋＷ、４社７発

電所ということで、これは昨年と数字が変わっておりません。 

 まず、資本費に関しましてですが、直近の事例ということでございますが、なかなか事例

も増えていない状態ではございますが、17万5,000円／ｋＷというところでございますが、

こちらも物価上昇の面ですとか、そういったところの影響を受けておりますので、現在では

もっと高い数字になっているのではないかというふうに考えられます。 

 次のページをお願いいたします。 

 燃料費のところになるんですが、グラフをお示しいたしましたが、2021年３月に 1,800Ｕ

Ｓドルということで、マレーシアＦＯＢで非常に最高値をつけたんですが、現在では、こち

らのほうも落ち着きを見せてきている状態ではございます。770ドル／ｔ当たりということ

になっているんですが、こちらに輸送費を追加しまして計算すると、148円で、116.9円／

ｋｇという計算になりまして、液体燃料のほうで、今パームオイルのほうでは求められてい

るＲＳＰＯの価格というものを加えますと、124.3円／ｋｇという計算になっている状況で

ございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 現在の液体燃料バイオマスの状況になるんですけれども、新規の案件は増えていない中

で、既存の案件も先ほどの燃料価格の高騰ということがございまして、昨年来、バイオマス

ワーキンググループなどでもご報告させていただいているんですが、21 年春より、パーム

オイルに関する部分での発電というのが停止している状況でございます。これは先ほどご

案内さしあげました４社全体的なところでいっても、パームオイルでの発電はされていな

いという状況でございます。 

 次のページをお願いいたします。 
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 現在、そういった状況の中で既存発電事業者さんのほうでは、発電はできていない中で、

維持管理コストが発生するというところがございまして、他の液体バイオマス発電の燃料

の開発というところに、燃料開発事業者さんとともに取り組んでおられるところがござい

ます。 

 こういったところを解決していく努力はしているんですけれども、卒ＦＩＴというとこ

ろについては、まず、現在の段階ではなかなか見通しが厳しいという状況でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 こちらは、新規バイオマス液体燃料の発電をした場合ということで、現在の入札価格であ

る 18円／ｋＷｈをベースといたしまして、幾らの燃料であれば収支が取れるのかというこ

とを算定したものです。４万ｋＷ規模ですので比較的大きな発電所になるんですけれども、

それで計算をいたしまして、運転維持費のほうが長期でオーバーホールですとか、そういっ

たことも考慮して、2.5円／ｋＷｈ、2万円／ｋＷで計算をいたしましたところ、60円の燃

料が確保できればという前提条件になるんですけれども、10.7 年ぐらいの回収になるであ

ろうと。 

 燃料の部分になりますので、事業者さんのほうでも、燃料の共同購入というのがどれだけ

インパクトあるか分かりませんが、そういった方向の模索ですとか、燃料費を抑えるための

研究ということが求められておりますし、進められております。重ね重ねになりますが、複

数の燃料の選択肢というのが非常に重要になっておりますので、ワーキンググループも含

めて、引き続き、新規燃料の非食料主産物の関係もご検討をお願いしたいというふうに考え

ております。 

 次のページをお願いいたします。 

 最後になりますが、こちらは欧州の液体バイオの状況をということで調べておったんで

すけれども、ちょうど同じような分類に該当するものというものの数字がなかなか確認す

ることが難しかったものですから、欧州の主にエンジンメーカーに対してヒアリングを行

いまして、液体発電用のエンジンのほうがどのぐらい出ているかという実績のほうを確認

いたしました。 

 そのところ、約９割がイタリアに対しての出荷であるという状況でございまして、燃料は

同様にパームオイルであるということなんですが、現状の発電稼働状況ですとか、そういっ

たところの部分は今現在、確認できていないところでございます。一部、オーストラリア、

ベルギー、オランダ、そういったところにも出荷はされているということでございます。 

 イタリアにおけるバイオマス、廃棄物の発電における割合ということで見ますと、約 36％

を占めるような状況になっているんですが、他国からも広がっていないところもありまし

て、まだまだ規模としては小さな電源種であるなというところでございます。 

 私からは以上でございます。どうもありがとうございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 
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 それでは、続きまして、小規模の木材等を用いたバイオマス発電の分野を代表いたしまし

て、一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会専務理事の澤田直美様からご説明を

お願いいたします。 

 大変恐縮ですけれども、時間の厳守をお願いできればと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会 

 日本木質バイオマスエネルギー協会の澤田でございます。本日は説明の機会をいただき、

誠にありがとうございます 

 では、木質バイオマス発電を巡る情勢についてご説明申し上げます。 

 本年３月末の木質バイオマス発電の認定容量は、昨年同時期より微増しております。一方、

導入容量は順調に増加しており、特に一般木質・農作物残さの伸びが大きく、この２年間に

約 1.9倍に増加している状況でございます。 

 次をお願いします。 

 我が国の森林資源は、量的には充実してきております。燃料材としての利用が期待される

林地残材の利用率は増加しているものの、いまだ３割程度と低水準にあり、供給拡大に向け

たポテンシャルが期待されるところです。 

 次をお願いします。 

 燃料材の利用量は引き続き拡大しております。製材・合板用価格が大きく変化、製紙用チ

ップ価格が安定的に推移していますが、燃料材につきましては、一部地域において需給逼迫、

価格上昇の動きもあり、現時点では価格の低減を見込むことは困難な状況と考えており、供

給量拡大やコスト削減に向けた取組が必要と考えております。 

 次をお願いします。 

 そうした状況を踏まえ、当協会では本年度、木質バイオマス燃料の安定供給に関する調査

を実施しています。供給体制のモデル構築、林地残材のさらなる利用検討、林地以外の木質

バイオマスに関する情報や、優良事例の調査も実施してまいる予定でございます。 

 次をお願いします。 

 コスト削減に向けましては、発電所の経営効率や発電効率、ｅｎｅｒｇｙ ｐａｙｂａｃ

ｋ ｔｉｍｅを高めていくことも有効と考えております。当協会では、そうした点も含めま

して、相談窓口の対応や、勉強会での発電所管理者、技術者に向けた情報発信を実施してお

ります。 

 所内率の低減や設備利用率の向上、灰処理コストの低減の事例につきましては参考資料

に掲載させていただきました。 

 次をお願いします。 

 発電事業者におけるＦＩＰ制度への対応は、市場価格動向や取引に係るコストなど、様々

な要因を考慮して意思決定がなされることと存じます。電力市場においては、安定的に電気、

エネルギーを供給できるバイオマス発電の期待もあると想定されます。 
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 当協会では、昨年７月にＦＩＰ制度に関する勉強会を開催し、発電事業者、小売事業者、

アグリゲーターの立場から想定される条件などについて情報交換を行いましたが、まだ事

例が少なく、小規模事業者では小売のノウハウも不足していることもあり、ＦＩＰへの移行

は検討には時間を要すると考えているところでございます。ＦＩＰ制度のみ認められる条

件の見直しにつきましては、こうした事情を踏まえてご検討をお願いいたします。 

 次をお願いします。 

 木質バイオマス発電は、再生可能な地域資源を活用するものであり、天候に左右されず、

出力・周波数ともに安定的な電気を供給できることから、エネルギーの安定供給の確保、エ

ネルギー源の多様化に資するものでございます。今後におきましても、こうした特質を踏ま

えた活用についてご配慮いただきますようお願いいたします。 

 参考資料については割愛いたします。ありがとうございました。 

○髙村委員長 

 ご協力いただいてありがとうございます。 

 それでは、最後にですけれども、メタン発酵ガスを用いたバイオマス発電の分野を代表し

まして、一般社団法人日本有機資源協会専務理事の柚山義人様からご説明をお願いできま

すでしょうか。 

○一般社団法人日本有機資源協会 

 日本有機資源協会です。 

 メタン発酵バイオガス発電に関わる情勢について説明いたします。 

 次のスライドをお願いします。 

 メタン発酵バイオガス発電は、日々、有機性廃棄物を原料として、バイオガスと消化液を

生成するものです。バイオガスは電気や熱をつくり出す燃料となります。消化液は、国内肥

料資源と位置づけられるバイオ液肥として利用することが可能です。 

 スライド２は、論点に関わる情報や見解をまとめたものです。以降のスライドで個別に説

明します。 

 スライド３は、公表されている資料から、認定量、導入量などの推移を整理したもので、

2022年度末の導入量は 8.8万ｋＷ、認定量は 16.4万ｋＷとなっております。 

 スライド４は、コスト動向についての関係者への聞き取り結果なんですけれども、残念な

がら、資本費、運転維持費とも増加傾向です。今後、エネ庁様から出される資料でも状況を

把握してまいります。 

 スライド５では、2030 年度時点の導入量を見込んでいました。導入トレンドと、既認定

量から、仮にですけれども、年当たりの導入増加量を１～1.2万ｋＷとすると、2030年度の

導入量は 17.9～19.5 万ｋＷとなりました。これは 2021 年４月の大量小委でエネ庁さんが

出された数値とほぼ同じか微増です。今後もっと増やしていきたいという意気込みは持っ

ております。 

 スライド６についてですけれども、ヨーロッパの情報を見つけたので、つけております。
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バイオメタン化の動きが進んでいるようであります。 

 スライド７には、自立化、すなわちＦＩＴ／ＦＩＰに頼らないビジネスの課題と戦略をま

とめております。ポイントは、有機性廃棄物の適正処理を行いながら、売電以外での収入を

確保することです。熱、バイオガスそのもの、あるいは開設したガス、二酸化炭素の需要の

発掘、バイオマス由来のエネルギーや、マテリアルの価値獲得が中心になろうかと思います。 

 スライド８は、収益性向上のための方策を例示しております。バイオ液肥の利用拡大にも

力を入れております。 

 参考資料にもつけていますが、関係者が情報共有し、共通課題の克服、優良事例の横展開

を進めているところです。エネ庁様による人材育成事業も大変役立っております。 

 以上です。ありがとうございます。 

○髙村委員長 

 柚山様、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここから、ご説明をいただきました地熱、中小水力、バイオマスに関するご発

表の内容について、委員から、ご質問、ご意見などをいただきたいと思います。 

 時間が押しておりますので、委員からの質問、ご意見をまとめていただいた後に、ご発表

されました各団体の皆様にご回答をいただこうというふうに思います。 

 それでは、いつも恐縮ですけれども、秋元委員、お願いできますでしょうか。 

○秋元委員 

 秋元です。 

 ご説明いただきまして、ありがとうございます。簡潔に２点だけです。 

 １点目は地熱発電でございますけれども、コメントだけなので回答不要ですけれども、１

万 5,000ｋＷの部分に張りつきの問題でフォーミュラーのご提案をいただいてるというこ

とですけれども、私としては、なるべくシンプルなほうがいいとは思いつつも、やはりここ

の問題があるので、具体的な算定式がどういうふうにするかというところはあるにしても、

フォーミュラーを検討するというのは必要かなというふうに思いました。 

 もう一点、バイオマス発電協会様ですけれども、こちらは可能ならご回答いただきたいん

ですけれども、パームオイルの別の、その後のところのパームオイルの話で、非常にコスト

が上がって、収益が成り立たなくなって止まっているということですが、こちらのほうでは、

要は既設で既に稼働中のもので、燃料費が上がることによって似たような状況が起こって

いるのかどうか。そこまでにはなっていないけど、収益性が非常に悪くなっているんだろう

ということは容易に想像はするんですけれども、そこの辺りについて、少し補足でご説明い

ただければ幸いです。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、安藤委員、お願いできますでしょうか。 
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○安藤委員 

 安藤です、よろしくお願いします。 

 まず地熱から、これまで価格維持が長く続いていますが、やはり自立化というものが大事

かと思っています。その観点から、例えば地熱というのは開発がうまくいくと、長期にわた

って活用できる、そういう特性が重要だと思いますので、例えば 15年ではなく、50年など、

対象期間を長期化する代わりに、単価を下げるといった選択があり得るのかといったとこ

ろについてお考えを教えてください。 

 次は、中小水力について、次第に奥地化していって、小規模化して大変だというようなお

話を承ったわけですが、この中小水力は、コストの低減ということが今後継続的に発電を続

けていく上で必要だと思うんですが、例えばオーバーホールの費用や回数を減らすために、

どのような取組を今後考えられるのかという点について教えてください。 

 また、地熱と同じ質問ですが、長期稼働を前提とした価格設定ということが考えられるの

かということについても、ご意見があればお知らせください。 

 バイオマスについて、これは全ての協会について共通のコメントですが、ＦＩＴ／ＦＩＰ

の調達期間・交付期間が終わっても継続して発電事業が行われる、そういうめどがあるのか

というところが大事かと思いますので、目先のコスト削減策ではなく、長期的見地から、交

付期間などが終わった後にでも、ビジネスが続いていくような取組として、これまでどのよ

うな取組があるのか、また、これからどのような取組をすれば、ＦＩＴ／ＦＩＰが終わった

後にでも発電が継続されていくのか、この辺りのお考えをお聞かせいただければと思いま

す。 

 私からは以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、大石委員、お願いできますでしょうか。 

○大石委員 

 大石です。ご説明ありがとうございました。 

 まず、全ての事業者さんというか、太陽光、風力も含めて、先ほどコメントをし忘れたの

で一言だけ。 

 今、燃料価格ですとか、人件費が上がっていて、全ての再エネの事業者さんは大変だと思

いますが、逆に、エネルギー価格、化石燃料費なども上がっておりますので、そこも含め再

エネは今後、価格競争力という意味では優位に立つと思いますし、それから、炭素税などの

導入によって再エネを後押しできると思っておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと

いうのがまず一つ目です。 

 それで、質問ですけれども、まず、地熱協会様です。ＪＯＧＭＥＣの助成金事業の拡充に

ついてです。ＪＯＧＭＥＣによる探査については全面的に国に任せてはどうか、ということ

を言っておられるのかと聞いておりました。これはＪＯＧＭＥＣの助成金事業というもの
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と、そうではないもの、と別々に考える必要があるのかということなのか、お聞きしたいと

いうのが１点です。 

 それから、中小水力様についてです。中小水力も今後、大型のダムなどの建設が難しい中

で、大変期待は大きいわけですが、なかなか欧州と比較したときに、建設コストとか発電コ

ストの面で劣っているということがあると思います。その理由と、それから、今後の電源の

自立可能性について、ぜひお聞かせいただければというふうに思います。 

 それから、バイオマス発電についてです。まず、バイオマス発電事業者協会様の資料の２

ページのところ、今後のエネルギーのセキュリティーの向上のところに、国産材と輸入材の

多様なソースにより、化石燃料よりもエネルギー・セキュリティーの向上が図れるというふ

うに書いてあります。ただ、私が聞いておりますところ、輸入材、特に北米からの輸入材に

ついては、現地は森の持続可能性について大変困った状況にあると聞いております。 

 今後、そういう日本にとってプラスであっても、海外にとってマイナスになるようなもの

が持続性をもって輸入できるのかというところ大変懸念を持っておりますので、その辺り

のご見解があればお聞きしたいというのが１点です。それから、９ページのところスケール

メリットを持ってというお話がありました。これも今の話と続きまして、やはり原料の持続

可能性がなければ、スケールメリットを生かした価格設定というのも無理だと思いますの

で、その辺りはどのようにお考えなのかということをお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、液体燃料、環境エネルギー事業支援協会様では、今、なかなかパーム油が難し

いということで、新規の液体燃料をお考えとのことですが、具体的に新規事業について見込

めるのかどうかというのをぜひお聞かせいただければと思います。 

 それから、日本木質バイオマスエネルギー協会様ですけれども、国内のバイオマスについ

ては、エネルギーのみならず、色々な場面で引き合いが出ておりまして、バイオマスに対す

る期待が大きい中で、このエネルギーや電気に回すものと、そうではないものとのすみ分け

については、どのように考えておられるか。 

 これはバイオガス協会様にも同じ質問になります。バイオガスも都市ガスのほうでバイ

オメタンというものが大変期待されているところですが、この辺りのすみ分けをどのよう

に考えておられるかということをご質問いたします。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、松村委員、お願いできますでしょうか。 

○松村委員 

 はい、松村です。聞こえますか。 

○髙村委員長 

 はい、聞こえております。 

○松村委員 
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全てコメントですので、回答不要です。 

 まず、もう既に指摘がありましたが、地熱発電の 15,000ｋＷのところの問題は、もうず

っと問題になっており、早急に対応することになっている問題についても言及していただ

いたと思っています。 

 15,000ｋＷのところで大きく分けるのを是正するフォーミュラーを具体的に、私は二つ

提案したつもりです。いずれも今よりも複雑になるとあまり思っていない、非常にシンプル

なやり方でできると思っています。 

 この検討がこの委員会でも進むことを期待はしていますが、当然ですが、私が言った二つ

のフォーミュラーはどちらにしても、15,000ｋＷ以下のところの、その価格を据え置いて、

そのフォーミュラーを入れれば、実質的な価格引上げです。したがって、現状維持という格

好にはならないので、当然にフォーミュラーを入れるとすれば、それは 15,000ｋＷ以下の

ところは下げて、15,000ｋＷ以上のところを上げて、それでフォーミュラーをつくることに

なると思います。 

 そうでなければ、単に引き上げるということになってしまうので、さすがにそれはかなり

問題があると思います。当然そのような方向で進むことになると思います。 

 業界としては、そんなことは想定していないと仮に言っていただいても構わないのです

が、当然そうでなければ、価格引上げの要求に事実上等しくなるので、当然そういうふうに

なると思います。事務局のほうも、そのようなことは念頭に置きながら、具体的なフォーミ

ュラーの提案をしていただければと思います。 

 次に、地熱、水力で、買取価格据置きの重要性が言われました。同じ価格がずっと維持さ

れ、それで安定的になっていることが開発を進めるということ。それは一見もっともに見え

るわけですが、逆に言うと、ＦＩＴ／ＦＩＰからの卒業は全く見通せないと言っているとい

うことで、そもそもＦＩＴ／ＦＩＰ制度の大もとの発想に適合しているのかということ。こ

れは本当にずっと支え続ける制度として構築されたものなのかということに遡って、考え

なければいけないと思います。 

 言えば、ずっと維持してくれないとやっていけないということであれば、ＦＩＴ／ＦＩＰ

はある種ずっと恒常的に与える補助金として最も効率的なものなのだろうか。事業者にと

って都合のいいものということはあり得るとは思うのですが、本当に効率的なものなのだ

ろうかということを考えれば、私は答えはノーだと思います。 

 したがって、もう支援を打ち切るという意味ではなく、別の支援に組み替えるという意味

ですが、本当にずっと同じ価格を維持しなければ支えられないような業界だとするならば、

これは全く別のやり方を考えなければいけないのではないかと思います。これだけ繰り返

し、繰り返し、業界からこのような指摘があるにもかかわらず、ずっと漫然とＦＩＴ／ＦＩ

Ｐの対象にし続けるとすれば、これは、政府としては怠慢のそしりを将来受けかねないと思

います。 

 この点については、この委員会だけでやれることではないことは十分分かっていますが、
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エネ庁は、その点は十分に受け止めて、そもそもＦＩＴ／ＦＩＰの対象として適切なのかと

いうところに遡って、もう一度考え直さなければいけないのではないかと思いました。 

 次に、バイオです。冒頭で再エネのベースロードという言葉が出てきて、ちょっとびっく

りしちゃったのですけれども、ベースロードと一生懸命強調するというのは、ある種、変動

再エネよりは価値が高いのかもしれないのだけれども、価値が低い電源だと強調している

のと同じ。本当に価値の高い電源は調整力を備えた電源だということは繰り返し、繰り返し

指摘してきたつもりです。 

 ただ、その後のプレゼンテーションでは、具体的な取組としては、調整力を備えた電源と

しての特性を生かすために一生懸命頑張っていますということを各団体が言ってくださっ

たと思っています。その点については、とてもありがたく思っています。 

 ＦＩＰへの移行が最も自然な電源で、それをするといろんな意味でポテンシャルが生か

せる。本当のバイオのよさが生かせるにもかかわらず、ＦＩＰへの移行が進まないとすると、

それは制度上許されるものである限り、それ自体を非難するのはおかしいと思いますが、そ

の状態がずっと続けば、バイオに対する期待が急速に小さくなることも意味していると思

います。 

 業界としては、今回示していただいたような取組を加速していただくことが、バイオ業界

の発展に関しても大きなプラスになると思います。 

 さらに、輸入バイオに関しては、為替レートの影響が大きいのは全くそのとおり。あるい

は、そうではなくても物価の影響を受けやすい。燃料費の割合が高いから。そうすると、前

半に言ったエスカレーションの議論も、こちらでも考える余地があると思います。あらゆる

分野で、その必要性を今後検討していかなければいけないと思います。 

 ただ、そのときに少し考えていただきたい。もし、ＦＩＰを当初提案されたように、単純

に市場価格プラスプレミアムという格好にしたとすれば、そもそも物価が上がって、電力の

市場価格が上がってくることになれば、自然にその分を調整されて収入が増える構造にな

ったはずです。でも、これは業界のいろんな要望を入れて、複雑な制度になって、それで結

果的に物価上昇に弱い制度になってしまった。その当時は物価上昇なんて思ってもみなか

ったと思うのですけど、なってしまったこと自体は、ぜひ事業者の方は自覚していただきた

い。 

 エスカレーションの議論の説得性は、そういう過去のことにこだわっている人にとって

みると、納得し難い部分は少しあることはご認識いただきたい。 

 最後に、バイオガスに関してですが、別の部署のガスワーキングでもこのような説明を別

の文脈でいただいた。それで、今回で示していただき、とてもよい取組だと思います。また、

卒業に関しても積極的に考えるということはよく伝わってきました。 

 ただ、ここでエネ庁全体として、ぜひ考えていただきたいことがあるのですが、バイオガ

スは非常に価値が高いというか、いろんな意味で重要な業界だと思ういます。この貴重なバ

イオガスを燃やして、発電して、ＦＩＴ／ＦＩＰで買い取るのが、日本にとって一番よいや



48 

り方なのか。あるいは、ガスとして利用するのがよいやり方なのか。ＦＩＰへの移行が難し

いと言われた理由の幾つかを考えると、そもそもガスとして利用したほうが合理的なので

はないか。 

 もちろんこれは、大半の事業者の場所が都市ガスの配管が来ていないような場所だとす

ると、今言ったような議論は無意味かもしれない。しかし都市ガスの配管が近いところでの

事業は、ガス利用に誘導していく発想も、オールエネ庁としてはあってもいいのではないか。

いろんな形で収益化して、この業界を発展させていくことをもっと考えなければいけない

のではないかと思いました。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 私からも意見を述べさせていただきたいというふうに思っております。ご質問と意見が

一つですけれども、バイオマス発電についてです。 

 今日お示しいただいたように、化石燃料価格が上がって、気候変動対策、政策も進んでい

ったことで、必要とされる需要が増えていて、世界的にもバイオマス資源価格を押し上げる

効果があると思います。 

 併せて、燃料費、燃料費というのは輸送等の燃料費等のことも要因としてはあると思いま

すけれども、そうした中で、まず一つ、バイオマス発電事業者協会、ＢＰＡさんへのご質問

というふうに、ほかにも関わりますけど、特にＢＰＡさんにお尋ねしたいと思うんですが、

スライド 11のところで、ＦＩＰに移行した事業者のアンケートといいましょうか、インタ

ビューをしてくださっていると思います。 

 確かに、公認定をされたバイオマス発電はもう少し件数が多かった、容量も多かったよう

に思いますけれども、こちらの燃料価格が全体として一過性ではなく、上がる可能性もあっ

て、そういう意味でいくと、これは松村委員が先ほどおっしゃっているのもありますけれど

も、むしろ調査力を提供する、つまり、確保した燃料を最も効果的に発電に使っていくとい

う意味で、ＦＩＰの制度への移行というのは十分にあり得る環境になっているのではない

かというふうにも思っております。 

 ＢＰＡさんへの質問は、今回インタビューの結果を載せていただいて大変ありがたいん

ですけれども、こうした環境の中で、ＦＩＰを活用して、その確保した燃料をできるだけや

はり効率的、効果的に活用していただくという点で、こうしたＦＩＰの活用を一層促進する

方策として何かご提案はないかという点であります。制度環境の整備も含めてお尋ねした

いと思います。 

 二つ目は、日本木質バイオマスエネルギー協会さんにですけれども、同じように、年々、

木質燃料に対しての需要が拡大する傾向にあるというふうに思っておりまして、価格も上

がっているのではないかと思っておりますけれども、他方で、国産の木材供給量を増やして

いく、あるいは、増やす環境は市場の中でできているように思うんですけれども、さらに持
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続可能に、かつ木材供給量を増やしていくという点で、どうした取組が必要なのか、どうい

う政策が必要なのかという点についてお尋ねをしたいというふうに思っております。 

 私のほうからは以上でございます。 

 それでは、少し時間が押しておりますので、お答えのほうをできるだけ簡潔にお願いでき

ればというふうに思っておりますけれども。 

 最初に、地熱協会から、後藤様からご回答をお願いできますでしょうか。 

○日本地熱協会 

 ありがとうございます。 

 まずは、安藤先生から、地熱の長期特性に対しまして、50 年とかで単価を下げるという

やり方があるのではないかというようなお話がございました。これに関しましては、初期投

資が非常に大きいので、早く返したいというのが地熱事業者の本音でございまして、現状を

維持していただければと思いますが、仮に長期間、ＦＩＰ対象となる場合は、その期間内で

一定区画ではなくて、段階的に価格設定をするというやり方はあるのではないかというふ

うに、これは私の私見ですけれども、そのように考えております。 

 次に、大石先生から、探査は国に任せたらどうかというようなお話がございました。これ

につきましては、スピードと、人的リソースの効率的活用ということを考えると、二本立て、

つまり、国と民間事業者の探査というのを並行して行うほうがよいのではないかというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、水力発電事業懇話会の塚田様、ご回答をお願いできますでしょうか。 

○水力発電事業懇話会 

 まず、安藤委員からのご質問ですけれども、今後のコスト低減について、オーバーホール

の回数を減らすとか、その辺の方策についてですけれども、こちらは、あまり目新しいこと

は言えないんですけれども、摩耗とか劣化の補修をきちんと定期的に、的確に行っていけば、

これはかなり長期的に水車発電機を使用することが可能でございますので、そういったこ

とをしっかりやっていく。発電のデータなどをしっかり分析して、適切なタイミングでそれ

をやっていくというようなことが一つ方策として考えられると思います。 

 それから、もう一点ですけれども、先ほどの地熱と同じで、長期稼働を前提にした調達価

格というお話があったかと思いますけれども、こちらも一応試算としては、例えば 60年間

同じ値段でということをすれば、先ほどの 1,000ｋＷのモデルで言えば 19 円／ｋＷｈぐら

いという価格に設定すれば、長期的には採算が取れるということになるんですけれども、や

はり初期投資がかなり大きくなりますので、その辺は少し建設費のコストダウンと併せて

考えていく必要があるかなというふうに思います。 

 それから、あと、大石委員からのお話で、大型化が難しい中で、ヨーロッパでもかなり高
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い建設単価とかになっているということなんですけど、その理由については、この資料にも

書かせていただきましたけれども、例えばドイツなんかだと、非常に小さめの発電所がたく

さん作られているということで、水車発電機の価格が、非常に成熟した産業になっているこ

とで下がってきているというのもあります。 

 最近、国内の水車発電機もなかなか調達が難しくなってきている中で、ヨーロッパから水

車発電機を買うこともあるんですけれども、当初はかなり安く仕入れることができたんで

すけれども、昨今の為替の影響ですとか、あと、ウクライナの関係とか、かなり値段が上が

ってきて、今、あまりメリットがないという状況になってます。 

 ですけれども、これからまたどんどん、このリプレースとか新設を進めていくことで、国

内の産業ももう少し活性化してくれば、ドイツと同じようなことも期待できるのかなとい

うふうに思っております。 

 以上になります。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、バイオマス発電事業者協会、成田様、ご回答をお願いできますで

しょうか。成田様、聞こえますでしょうか。 

 申し訳ありません。事務局で確認していただいてよろしいでしょうか。 

 先に、次の池田様にご回答いただこうかと思います。 

 それでは、環境・エネルギー事業支援協会の池田様、先にお願いしてもよろしいでしょう

か。 

○一般社団法人環境・エネルギー事業支援協会 

 池田でございます。 

 まずは、安藤先生からいただいたＦＩＴ／ＦＩＰ終了後のという件なんですけれども、こ

ちらにつきましては、まず、燃料の部分というのが非常に大きいところはございまして、収

支の合う新規燃料というのがどんどん開発されてくれば、長期的に発電していけるなとい

う部分と、あと、それから、例えば発電設備のほうが、発生する熱なんかの利用というとこ

ろで、こういった部分を制度的に認めていただけるような形があると、また別の収益という

面も出てきますので、継続はしやすいのかなというふうに考えております。 

 それと、大石委員のほうからお問合せをいただきました、新規燃料の組成を見込めるかと

いう部分なんですけれども、実際に今、そういった検討で土地の取得ですとか、そういった

ことをやっている事業者さんもありまして、また、発電だけにかかわらず、ＳＡＦとの兼ね

合いですとか、その他分野での燃料の使用ということを考えて、生産量を増やして、コスト

を下げるというようなことをやっておりますので、そういった組成のほうは進んでいける

ものというふうに考えております。 

 また、先般認めていただきましたが、ＣＮＳＬ、カシューナッツの件につきましても、生

産量をより拡大するような技術というものを持ち込んで、燃料の供給量を増やすというよ
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うなこともやっておりますので、様々な分野で今研究が進んでおりますが、そういったこと

は可能であるというふうに考えております。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、日本木質バイオマスエネルギー協会の澤田様、お願いできますでしょうか。 

○一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会 

 澤田でございます。 

 安藤委員からご質問いただきました、継続的に発電が行われるかどうか、長期的見地から

ということで、コストの面のご質問をいただきましたけれども、私どもが考えておりますの

が、非常に地道なものではございますが、燃料コストやプラント運営コスト、これには、例

えば予防保全の徹底ですとか、廃熱の利用、あとはユーティリティの最適調達など、灰処理

もございます。こちらの参考資料でもご説明しておりますけれども、そういったようなコス

ト削減を複合的に対策を取っていくことが有効であると考えております。 

 一つ一つは小さな積み重ねかと思いますけれども、コストターゲットに向けて、そういっ

たところを努力していく必要があるかと思っております。既に私どもが聞いておりますと

ころでも、各発電所でもそれぞれ課題を持って取り組んでいらっしゃるという状況である

と聞いているところでございます。 

○髙村委員長 

 澤田様、以上でしょうか。 

○一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会 

 はい。コストに関しては以上でございます。 

 続けて、ほかの委員の皆様からのお答えもさせていただいたらよろしいでしょうか。 

○髙村委員長 

 はい、お願いいたします。 

○一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会 

 はい。失礼いたしました。では、大石委員のご質問と、髙村委員長のご質問と併せての回

答になるかと存じます。 

 国内の燃料材の状況、ご質問いただいた背景になっているかと思うんですが、もともと木

材生産全体の中で、低質なものが燃料に振り分けられるというところがございます。ほかの

用途というところも非常に重要性が高まっている中で、林業全体の振興が重要ということ

もございまして、木材生産全体を増加させる中で、各地において効果的な燃料材の収集体制

を構築していくことによって燃料の確保をしていくということかと思います。 

 あと、私どもの説明資料にもございましたけれども、安定供給のために、今十分に使われ

ていないような林地残材ですとか、林地以外のバイオマス、こういったようなものにも注目

していく必要があると考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、日本有機資源協会の柚山様、お願いできますでしょうか。 

○一般社団法人日本有機資源協会 

 安藤委員から、買取り終了後、継続して発電を行うめど、方策についてなんですけれども、

このスライド８にも示しましたけれども、発電したものを自家利用するという道もありま

すけれども、むしろ自立化というようなことを捉えて、熱、それから、バイオガスそのもの、

あるいはそれを改質したもの。具体的には、都市ガスへの導管注入、水素、田舎ではＬＰＧ

として利用する。それから、農業では二酸化炭素がむしろ資源なものですから、施設園芸で

利用する。それから、国内肥料資源であるバイオ液肥、これも今までのやり方だけではなく

て、例えば濃縮することによって輸送コストを削減する。 

 これらエネルギー、マテリアルをプラントの近いところでできるだけ利用するというと

ころで活路を見出したいなと思っております。この辺りは、スライドの 10 とか 11 にお示

ししているところです。実証も取組も始まっております。 

 次に、大石委員のほうから、バイオメタンとして、都市ガス利用と。これもぜひ進めたい

と思っております。実はバイオガスを改質して、都市ガスでそのまま使えるようにという取

組は実績がございます。ただ、もろもろの事情で取組が始まって中止になったものもありま

す。 

 一つには、都市ガスサイドで求められる品質の条件が相当厳しいというものがあります。

例えば 20の要件があったとして、18ぐらいまでは何とか行くんだけれども、最後の二つが

難しいなどという場合もあります。これを国家プロジェクトとして推進される場合には、ガ

ス会社様はこの辺りはプロですので、私たちは、甘えるわけではありませんけれども、ほぼ

条件をクリアしたガスを、最後の仕上げをガス会社さんのお力で都市ガスとして問題なく

使えるものに仕上げていただくというような方策もあるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、戻りまして、ＢＰＡの成田さん、聞こえますでしょうか。 

○一般社団法人バイオマス発電事業者協会 

 先ほどは一旦遮断されまして、申し訳ございませんでした。 

 安藤先生からのまずご質問で、卒ＦＩＴでバイオマス発電の可能性というところなんで

すけども、火力発電の発電所としての耐久年数というのは 40年とか、50年とか言われてい

る、石炭火力なんかはそのぐらいの期間発電している古い発電所もあるという中で、バイオ

マス発電についても、しっかりメンテナンスをしていくことで、20 年を超えた運転という

のは十分可能だと思っていますし、減価償却が終わっているというところで、競争力のある
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電源として目指していきたいと。それをしていくためには、鍵になる部分というのは燃料な

のかなと。燃料を、どれだけ安定的に、競争力のある燃料をＦＩＴ終了後も調達できるのか

というところが重要なのかなというふうに思っております。 

 続きまして、大石先生から二つご質問いただいたと理解していますけども、一つがスケー

ルメリットのところというのは、発電所を大型化する中で、では、それに見合う燃料の調達

はできるのかというご質問だと理解しております。 

 そこは本当に、まさしく我々として、今、燃料の調達ルートの多様化というところでお話

しさせていただいていますけれども、今のＰＫＳとか木質バイオマスだけに限らず、昨年度

に認めてもらった新規燃料、それから、これは副産物じゃないということで、まだ認めてい

ただいていないんですけれども、例えばソルダムとかナピアグラスとかというのは、非常に

調達量というのも、コストも含めて有望だというふうに認識していますので、そういう燃料

を調達できるようになれば、大きな発電所、スケールメリットとなる発電所で、そのコスト

競争力を高めるということが可能になるのかなというふうに思っています。 

 あと、北米の森林のところというのが、要は問題があるんじゃないかというお話があった

というふうに理解しております。 

 この辺りは、なかなか難しい問題で、いろんな意見があると思いますけれども、まず、燃

料というのは、我々はカスケード利用という形で、製材等で活用して、製材に使われていな

いような材を使用するとか間伐材を使うとかというところで、できるだけ環境に配慮した

ような形での調達というのを進めておりますし、そこは持続可能性の第三者認証を取得し

た上で調達するということで進めております。 

 その辺りの制度のところというのは、しっかりできているのかというところでの意見と

いうのがあるというのは承知しておりますけれども、我々事業者としても、しっかりそこは

自覚を持って、持続可能性のあるバイオマス燃料を調達するということに心がけていくこ

とで理解を得られればというふうに思っております。 

 最後に、髙村委員長のほうからお話がありました、ＦＩＰでのバイオマスの活用というと

ころの期待感というところで何か要望があるのかというお話だったと思います。まさしく、

そこは、我々が期待されている中、特にバイオマスはマーケットの動向に合わせて出力をコ

ントロールしやすいというところで、その調整力ということでの活用というのもできてく

るのかなというふうに思っています。 

 すぐ、それがどこまで進むのかというところで、我々として、課題としてあるところとい

うのは、その出力を上げられる状態で、調整力を入札するというところで、しっかりそこは

オペレーション、要は、体制というのを構築していかなきゃいけない。燃料の在庫の調整と

いうようなところも含めて、ベースロードで常時フルロードで運転するというところ以外

での難しさというのはある。ただ、それは不可能ということではなくて、我々はそういう期

待感というのがあるというのは十分認識しておりまして、そういう課題に対してちゃんと

克服して対応できるように、協会としても努めていきたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 少し時間が過ぎてしまっておりますけれども、委員から追加でご発言、ご質問、希望はご

ざいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 事務局から何かございますか。 

○能村課長 

 事務局でございます。 

 １点だけでございます。委員からもございましたけれども、長期で活用する電源、また、

安定再エネの電源の支援の在り方について、エネ庁としてもさらに検討というご指摘もい

ただきましたので、まさに関係する審議会、大量導入小委をはじめまして、議論のほうをし

っかりと、検討の着手ということをしていかなければと思ってございます。 

 今年度から、長期脱炭素電源オークションも始まってございますけれども、様々な支援の

メニューなどもございますけれども、どういったものが一番、こうした電源を支援、サポー

トしていく、また、その上で電源の自立化を目指していく上での支援として適切かというこ

とについても改めて検証していきたいと思ってございます。 

 事務局からは以上です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 もし委員からご発言のご希望がなければですけれども、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 本日も大変熱心なご議論いただきました。ご出席いただいて、ご発表、ご説明いただきま

した業界団体、そして、事業者の皆様に改めてお礼を申し上げたいと思います。 

 本日のヒアリング、ご発表、それと、その質疑応答を踏まえて、次回以降の委員会では、

それぞれの電源につきまして、本日の議論、そして、事務局から恒例ですけれども提示いた

だくコストデータなどを踏まえて、さらに議論を進めていきたいと思っておりますけれど

も、委員の皆様、そのような形でご異論ございませんでしょうか。 

○大石委員 

 はい、大丈夫です。 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、最後に、事務局から次回の開催について一言お願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○能村課長 

 事務局でございます。 

 次回、11 月中旬めどでの開催を調整してございますけれども、また日程が近づきました
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ら、経産省ホームページ等でご連絡させていただきます。 

 以上でございます。 

 

３．閉会 

 

○髙村委員長 

 ありがとうございます。少し時間が過ぎて申し訳ありませんでした。 

 以上をもちまして、本日の第 88 回の調達価格等算定委員会を閉会としたいと思います。 

 ご出席いただいて、どうもありがとうございます。閉会といたします。ありがとうござい

ました。 


